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平成 27（2015）年度 

市内外資系企業立地数 

37 社 
※全国総数 3,117 社 

東京都  2,378 社 

横浜市    180 社 

大阪市     84 社 

かわさき産業振興プラン（平成 28

（2016）年２月）から【出所】東洋

経済新報社「外資系企業総覧 2015」 

外資系企業本社数 

平成 26（2014）年 

年間外国人宿泊者数 

15 万人 

※ 主要 20 宿泊施設の外国
人宿泊者 84,965 人×
1.74（市内宿泊施設総部
屋数/主要宿泊施設部屋
数）で算出 

(経済労働局調べ) 

外国人宿泊者数 

平成 27（2015）年 12 月末日 

外国人住民人口 

32,975 人 
（外国人住民比率 2.3％） 

※川崎市人口（平成 27（2015）

年 12 月末日） 

1,459,287 人 
(管区別年齢別外国人住民人口から 

※川崎市人口は町丁別年齢人口統計

から) 

外国人住民人口 

平成 26（2014）年度 

市観光協会 HPへの訪問件数

391,747 件 
※訪問件数の多い国等トッ
プ３ 

１位 日本 

２位 アメリカ 

３位 台湾 

(市観光協会調べ) 

国内外からのHPへのアクセス 

平成 27（2015）年 

「これからも住んでい

たい」と答えた割合 

71.2％ 
※日本人も含む 

（3,000人を対象とした平成27年度

第 2回市民アンケート調査結果） 

平成 26（2014）年 

市内在住留学生数 

2,521 人 
※上位 5か国

１中国   1,184 人 

２ベトナム  381 人 

３韓国    227 人 

４台湾      193 人 

５タイ       91 人

留学生

平成 27（2015）年 12 月末日 

国籍・地域数 

125 か国 
※上位 5か国 

１中国    11,322 人 

２韓国・朝鮮 7,822 人 

３フィリピン 3,849 人 

４ベトナム  1,733 人 

５台湾     863 人 
(住民基本台帳の国籍・地域別外国人 

住民人口から）

平成 27（2015）年 10月分 

外国人労働者数 

11,334 人 
※市内各公共職業安定所管内の事業

所で雇用されている外国人数(鶴見

区含む) 

働く外国人

平成 27（2015）年 12 月末日 

外国人住民生産年齢人口割合

85.1％ 
（28,072 人）

※川崎市全体 
平成 27（2015）年 12 月末日
985,698 人 67.5％ 
※生産年齢人口（15歳～64歳） 
(管区別年齢別外国人住民人口から 

※川崎市人口は町丁別年齢人口統計

から)

外国人住民生産年齢人口割合

多様な国籍 

これからも住んでいたい

(住民基本台帳の在留資格別外国人 

住民人口から）  

（川崎公共職業安定所(川崎区・幸

区・※鶴見区)及び川崎北公共職業

安定所(中原区・高津区・宮前区・

多摩区・麻生区)調ベ）

◇川崎市がめざすグローバル都市像◇ 

国内外から行ってみたい！住んでみたい！働いてみたい！ 

そして市民が住み続けたい！世界をひき寄せる真のグローバル都市 川崎

- 川崎市のグローバル化の現状がわかるデータ - 
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第１章   

１ 実行プログラムについて 

川崎市国際施策推進プランは、「プラン本編」とプランを推進するための具体的な

事業等を位置付けた「実行プログラム」との2層構造としています。 

「実行プログラム」は、プラン本編で示した都市像や取組方針に基づき、具体的な

取組をとりまとめたものです。 

第１期実行プログラムの計画期間は、川崎市総合計画第１期実施計画の計画期間と

合わせて、平成２８（２０１６）年度から平成２９（２０１７）年度までの２年間と

し、各事業の実施状況の適切な進捗管理を行い、国際施策の着実な推進を図ります。 

取
組
の
方
向
性

１世界をけん引するビジネス拠点 １

２

３ ３

２

１

３

２
企業の海外展開による国際競

争力の強化 

海外への先端環境技術移転に

よるビジネス展開 

海外諸都市との戦略的な関係

の構築 

海外から人を川崎にひきつける

まちづくり 

国際的認知度向上の促進 

グローバル都市・川崎を担う人

材の育成・活用等 

誰もが暮らしやすい環境づくり 

地域での交流・多文化共生の

促進 

【川崎市国際施策推進プラン】 

実行プログラム 
※具体的な事業等を位置付け 

第１期実行プログラム 
策定にあたって
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２ 国際施策推進プランの概要 

（１）国際施策推進プラン策定の目的  

本市では、これまで、姉妹・友好都市をはじめとして海外の諸都市と文化、教育、

スポーツを通じた国際交流から産業交流、環境技術等をいかした国際貢献などに幅広

く取り組むなど、グローバル化の流れに対して、それぞれの分野において課題を克服

するための計画やスローガンを掲げ施策を推進してきました。 

今後、ますますグローバル化が加速し、国際的な都市間競争の激化など本市を取り

巻く社会経済状況がより一層大きく変化する中で、この流れを本市の発展に結び付け

ていく必要があります。 

こうしたことから、グローバル化の中で本市が持続的に発展するための基本的な考

え方を明確にするとともに、様々な分野にわたる国際施策を総合的に推進するため、

平成27（2015）年10月に新たに「川崎市国際施策推進プラン」を策定しました。 

（２）国際施策推進プランの計画期間 

プランの計画期間は、「川崎市総合計画」に合わせ、平成３７（２０２５）年までの

概ね１０年間としています。 

（３）川崎市を取り巻く社会経済情勢 

経済をはじめとするグローバル化の進展により世界的な都市間競争の激化など、地

方自治体においてもグローバル化社会における対応力が問われています。 

世界では新興国の経済成長と市場の拡大、世界的な課題の深刻化、インターネット

等高度通信技術の普及など、また、国内では人口減少・少子高齢化の進行と国内市場

の縮小や外国人市民の増加と多様化、外国人観光客の増加、東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピックの開催など、これまで以上にグローバル化に伴う取り組むべき課

題が生じています。 

川崎市国際施策推進プラン

実行プログラム
（第１期）

実行プログラム
（第２期）

実行プログラム
（第３期）

第１期実施計画 第２期実施計画 第３期実施計画

川崎市総合計画

平成３４ 

（２０２２） 
年度

平成３５ 
（２０２３）
年度

平成３６ 

（２０２４） 
年度

平成３７ 

（２０２５） 
年度

平成３０ 

（２０１８） 
年度

平成３１ 

（２０１９） 
年度

平成３２ 

（２０２０） 
年度

平成３３ 

（２０２１） 
年度

平成２７ 

（２０１５） 
年度 

平成２８ 

（２０１６） 
年度 

平成２９ 

（２０１７） 
年度
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（４）これまでの取組 

本市では、これまで外国人市民に関する先進的な各種の施策をはじめ、海外諸都市

との友好親善交流、産業交流、国際協力・貢献や都市イメージ向上の取組など、様々

な分野にわたる国際施策を推進してきました。 

（１）先進的な外国人市民施策の展開  
 多文化共生分野 

○総合的な外国人市民施策  
・全国に先駆け外国人市民 

代表者会議を条例で設置 

・居住支援制度を開始 

○学校における取組 
・日本語指導協力者の派遣 

・国際教室の設置 

（２）友好親善等の推進  
 姉妹・友好都市等との交流分野 

○友好親善交流  
・世界８都市と姉妹・友好都市提携  

○包括的な関係から分野別の交流へ  
・瀋陽市  ⇔  川崎市  

（環境技術交流協力）  

・ザルツブルク市 ⇔ 川崎市  

（音楽を通じた交流） 

（３）市民団体等への活動支援 
  市民レベルの交流 

○国際交流センター等における取組  
・イベントや各種講座の開催  

・市民ボランティアの活動支援  

○市民団体等による取組  
・外国人市民との交流  

・日本人・外国人親子交流  

・国際理解教育の講師の派遣  

（４）ビジネスの国際化を支援 
  経済・産業分野 

○経済・産業交流  
・ビジネスマッチング支援 

・起業家の誘致・育成  

○キングスカイフロントを中心 
とした国際戦略拠点の形成  
・ライフサイエンス・環境分野の 

研究等  

○外国人観光客の誘致  
・羽田空港近隣都市との連携  

（５）環境技術の移転による国際貢献 
・産業交流の推進
 環境分野 

○友好都市等との環境技術交流 
・瀋陽市・上海市から  

環境技術研修生の受入  

○国際貢献・産業交流 
・「川崎環境技術展」の開催 

・「アジア・太平洋エコビジネス 

フォーラム」の開催  

（６）都市イメージ向上の取組  
 シティプロモーション分野 

○フォーリン・プレスセンター等との  
連携による海外記者の取材対応  

○様々な分野における海外への情報発信 
・ホームページ・パンフレットによる 

観光情報の発信 

・世界的な総合科学雑誌への掲載や 

ニュースレターの配信 

（７）東アジアの物流拠点としての 
さらなる充実強化  
 港湾分野 

○国際競争力の強化    
・京浜港広域連携の推進 

・海外諸港へのポートセールス 

○友好港ベトナム・ダナン港との 
 交流 
○中国・連雲港港との交流 

（８）世界の水環境改善で国際貢献  
 上下水道分野 

○水ビジネスの海外展開 
・「かわさき水ビジネス 

ネットワーク」の設立  

○海外への職員派遣による技術協力
・ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト 
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（５）川崎市の強みと魅力 

グローバル化の進展に伴い、様々な目的地に選ばれるための都市間競争が激しさを

増しており、インターネットなど高度通信技術が急速に普及する中、人々の関心を呼

ぶためには、どこに行くにも便利な都市、最先端技術開発の拠点都市、日本の頭脳が

集まる若さあふれる元気都市、文化芸術・スポーツの発信都市、オンリーワンの観光

資源を都市ブランドとして確立する都市、外国人市民施策の先進都市といった他地域

にはない川崎の魅力・強みを最大限にいかしながら本市の国際施策を進めていく必要

があります。 

（６）今後の取り組むべき課題 

世界が認めるグローバル都市としてのさらなる飛躍を遂げるために、より一層の都

市間競争力の強化と、世界の中で、とりわけ、成長著しいアジアの中で、本市の存在

感を向上させる必要があります。 

本市が今後も持続的に成長するためには、本市を取り巻く現状やこれまでの取組、

外国人市民意識実態調査結果の分析と課題を抽出することなどにより将来を展望し、

新しい成長分野を取り込んだ力強い産業都市づくり、「最先端技術都市川崎」や観光

資源などを活かした世界的な都市イメージの向上、東京２０２０オリンピック・パラ

リンピックを契機とした戦略的な取組、多様性を活かしたまちづくりなどの国際施策

を展開していく必要があります。 

（７）国際施策を推進するための基本的な考え方 

本市が将来にわたり良好な市民サービス提供に向け継続的に発展していくために

は、世界的な強みである環境、ライフサイエンス分野など世界に誇る最先端技術開発

など他地域にはない本市の強みと魅力を発信し世界的な存在感を高めることで新た

な人材や投資を呼び込み、さらに都市が発展する好循環を推進していく必要がありま

す。 

また、市内には様々な国にルーツを持つ人々が共に暮らしており、多様な文化が

出会い、生活を潤いある豊かなものにしてきました。今後も、海外から人や企業が

集まる中、多様な人材が持つ文化や価値観を大切にして、産業の創造性を高め、市

民の広い視野や真の相互理解を育み、都市の発展につなげていきます。 

そして、誰もが存在価値を発揮できるよう、市民一人ひとりが、自国と異なる文化

を理解し、その違いを受け入る国際的な意識を持つ、世界に誇れる質の高い都市をめ

ざします。 

（８）めざすグローバル都市像 

本市が考えるグローバル都市は、これまで先進的に取り組んできた国際施策をさら

に先へと進めるとともに、本市が持つ強みや魅力を最大限にいかしながら、世界から

選ばれる都市をめざしていくこととします。 
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この考え方をめざすグローバル都市像として掲げ、本市が市民から住み続けたいと

思われるまちであるとともに、国内外から行ってみたい、住んでみたい、働いてみた

いと世界をひき寄せる都市になっているべきというシナリオを「めざすグローバル都

市像」として掲げました。 

（９）国際施策を推進するための基本目標 

（7）で示した「基本的な考え方」で国際施策を推進し、真のグローバル都市をめ

ざすために、次の３つの基本目標を掲げました。  

○川崎発の最先端技術で世界をリードするまち 

本市の公害を克服してきた歴史やその過程で蓄積された環境技術やエネルギー、ラ

イフサイエンスなど新たな分野の最先端技術などを活用した産業の育成、さらに世界

に誇れる優れたものづくり技術の応用、市内企業の市場開拓の支援等で新しい成長分

野を取り込んだ力強い産業都市をめざします。 

○発信力を高め世界的プレゼンスを確立するまち 

市内に集積する最先端技術で世界の諸都市が抱える課題を解決する国際貢献に取

り組む姿を積極的に発信し、世界の中での認知度と都市イメージの向上を図ります。 

また、ミューザ川崎シンフォニーホール、藤子・F・不二雄ミュージアムなどの素

晴らしい地域資源があることを市民が認識し、愛着と誇りを持てるまちづくりを推進

するとともに、その魅力を国内外に発信し、産業、文化芸術、スポーツなどで世界的

に存在感のある都市となり、新たな人材や投資を引き寄せ、都市が発展していく基盤

を築きます。 

国内外から行ってみたい！住んでみたい！働いてみたい！ 

そして市民が住み続けたい！
「世界をひき寄せる真のグローバル都市 川崎」 

めざすグローバル都市像 
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○多様性が市民の生活を豊かにしていくことを誰もが認識しているまち 

地域社会を構成するかけがえのない一員である外国人市民や外国企業等が安心・安

全にいきいきと活躍できるよう取組を進めるとともに、引き続き言葉や文化の違いに

よる課題への支援や、市民の人権意識の醸成、多様な文化や価値観などを受け入れ理

解を深める取組を一層推進します。さらに、グローバル社会で通用する人材の育成に

取り組みます。 

（10）推進体制 

関係部署が横断的に連携しながら

計画的・効果的に推進されるよう庁内

に「川崎市国際施策推進委員会」を設

置し、プランの進捗状況を管理すると

ともに、情報共有や連携、課題への対

応を図ります。 

また、市民、市民団体、企業、（公財）

川崎市国際交流協会など国際的な活

動をしている団体、国際関連機関等と

連携しながら効果的に取組を推進します。 

川崎市国際施策推進委員会 
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国際施策推進プラン取組体系 

１ 世界をけん引するビジネス拠点の創出

２ 企業の海外展開による国際競争力の強化

３ 海外への先端環境技術移転によるビジネス展開

１ 国際的認知度向上の促進

２ 海外から人を川崎にひきつけるまちづくり

３ 海外諸都市との戦略的な関係の構築

１ 地域での交流・多文化共生の促進

２ 誰もが暮らしやすい環境づくり

３ グローバル都市・川崎を担う人材の育成・活用等

Ⅰ 先端技術や産業集積をいかした国際展開 

Ⅱ 強みと魅力をいかした世界的プレゼンスの向上

Ⅲ 多様性をいかしたまちづくりの推進

基本目標 取組方針・取組の方向性 

川
崎
発
の
最
先
端
技
術
で

世
界
を
リ
ー
ド
す
る
ま
ち

発
信
力
を
高
め

世
界
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
を

確
立
す
る
ま
ち

多
様
性
が
市
民
の
生
活
を

豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
を

誰
も
が
認
識
し
て
い
る
ま
ち

基本的な 

考え方 

（グローバル 

都市像） 

国
内
外
か
ら
行
っ
て
み
た
い
！
住
ん
で
み
た
い
！
働
い
て
み
た
い
！

そ
し
て
市
民
が
住
み
続
け
た
い
！

「
世
界
を
ひ
き
寄
せ
る
真
の
グ
ロ
ー
バ
ル
都
市

川
崎
」
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①キングスカイフロントを中心とした国際戦略拠点形成等 

②海外との港湾物流の促進 

③高度人材の呼び込みに向けた環境づくり

①企業の海外ビジネス展開支援 

①環境産業のグローバル化の促進 

②上下水道分野における官民連携による国際展開 

①先端技術都市・かわさきの世界的アピール、国際貢献 

②世界に発信できる魅力づくり 

③戦略的な情報発信 

①海外観光客の誘致 

②海外ビジターの受入環境の整備 

①海外都市との互恵的交流の促進

①国際相互理解、国際交流、地域の支え合い 

②外国人市民の社会参画 

①互いを尊重し合う、グローバル社会にふさわしい市民意識の醸成 

②グローバル人材の育成 

③市職員の意識の向上 

①コミュニケーション支援 

②生活支援 

③外国人及び外国につながりのある児童生徒等の教育支援 

④子育て支援 

⑤危機管理

主な取組 
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第２章   第１期の取組

将来的な人口減少と少子高齢化を見据え、都市の活力を維持し持続的に発展する

ために、世界最先端の技術など本市の強みを活かして、アジアなどの新興国の急速

な経済成長等を活力として取り込み、川崎の産業の活力に転換し国際競争力の強化

につなげるとともに、世界の一員としての役割を果たしながら世界をリードする必

要があります。 

そのためには、本市の公害を克服してきた歴史やその過程で蓄積された環境技術

やエネルギー、ライフサイエンスなど新たな分野の最先端技術などを活用した産業

の育成、さらに世界に誇れる優れたものづくり技術の応用、市内企業の市場開拓の

支援等で力強い産業都市をめざします。 

取組方針Ⅰ 先端技術や産業集積をいかした国際展開

■参考指標 
（基本目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本目標の成果とす

るものではありません。基本目標の成果は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

名   称 
（指標の出典） 

現   状 
第１期計画期間 
における目標値 

キングスカイフロント立地事業所累計数 
（総合計画第１期実施計画） 

13事業所 

（平成27年度）

22事業所以上 

（平成29年度）

市が支援したビジネスマッチング成立件数 
（総合計画第１期実施計画） 

581件 

（平成26年度）

630件以上 

（平成29年度）

基本目標１ 川崎発の最先端技術で世界をリードするまち

川
崎
発
の
最
先
端
技
術
で

世
界
を
リ
ー
ド
す
る
ま
ち

Ⅰ 先端技術や産業集積をいかした国際展開

３ 海外への先端環境技術移転によるビジネス展開 

２ 企業の海外展開による国際競争力の強化 

１ 世界をけん引するビジネス拠点の創出 

基本目標 取組方針・取組の方向性 
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名   称 
（指標の出典） 

現   状 
第１期計画期間 
における目標値 

グリーンイノベーションクラスターの年間プロジェクト件数 
（かわさき産業振興プラン） 

2件

（平成27年度） 

5件以上 

（平成29年度）

上下水道分野における官民連携による国際展開活動件
数 
（上下水道局調べ） 

42件 

（平成26年度）

60件以上 

（平成29年度）

取組の方向性１    世界をけん引するビジネス拠点の創出 

世界最高水準の研究開発から新産業を創出する拠点の形成や、東アジアの物流拠

点を目指す川崎港の機能強化、海外からの人材の生活環境充実に向けた取組を通し

て、世界から人・企業が集まるビジネス拠点を整備します。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

国際戦略拠点地区整備

推進事業

<施策4-4-1>

●キングスカイフロン
トの価値を高める企
業等の誘致推進 

●立地企業等の連
携促進策の検討 

●民間企業と連携
した利便性向上及
び研究活動を活性
化するリフレッシュ機
能導入に向けた取
組の推進 
●電線類地中化な
ど国際戦略拠点に
相応しい高水準・高
機能な拠点整備の
検討 
●国立医薬品食品
衛生研究所の着工 

●（仮称）神奈川県
ライフイノベーション
センターの着工 

●キングスカイフロント
の価値を高める企業
等の誘致推進、キン
グスカイフロント地区
整備概成 
●立地企業等の連携
促進を図るエリアマネ
ジメントのモデル実施 

●民間企業と連携し
た利便性向上及び研
究活動を活性化する
リフレッシュ機能導入
に向けた取組の推進 

●電線類地中化など
国際戦略拠点に相応
しい高水準・高機能
な拠点整備の検討・
推進 
●国立医薬品食品
衛生研究所の完成 

●(仮称)神奈川県ラ
イフイノベーションセン
ターの運営開始 

●キングスカイ
フロントの価値
を高める企業
等の誘致推進 

●立地企業等
の連携促進を図
るエリアマネジメ
ントの本格実施 

●国立医薬品
食品衛生研究
所の運営開始 
●(仮称)神奈川
県ライフイノベー
ションセンターの
運営 

事業推進 臨海部国
際戦略本
部 

国の特区制度などを活用して
土地利用の誘導及び企業等
の誘致を図るとともに、地区の

基盤整備等を進めます。特に
キングスカイフロントについて
は、ライフイノベーションなどに

より、京浜臨海部の持続的な
発展と日本の経済成長を牽
引する国際戦略拠点の形成
に向けた取組を推進します。 

① キングスカイフロントを中心とした国際戦略拠点形成等

※取組名欄の<施策 1-1-1>などの表記は、川崎市総合計画の政策体系別計画の対応施策を表しています。 

※担当局名は平成 28年 4月 1日現在のものです。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

臨海部のＰＲ推進 

<施策4-4-1>

●最新動向に合わ
せたブランディング
戦略の実施 
●各種メディア等へ
の広報活動の実施 
●市民向け広報の
実施 

●最新動向に合わせ
たブランディング戦略
の実施 
●各種メディア等へ
の広報活動の実施 
●市民向け広報の実
施 

事業推進 臨海部国
際戦略本
部 

新川崎・創造のもり推進
事業 

<施策4-2-3>

●Ｋ２タウンキャンパ
スの管理・運営 
●Ｋ２セミナー等の
開催（H27開催数：4
回） 
●ＮＡＮＯＢＩＣを拠
点とした産学共同研
究の推進 
●産学交流・研究
開発施設の整備に
向けた民間事業者
の公募 

●Ｋ２タウンキャンパ
スの管理・運営 
●Ｋ２セミナー等の開
催（開催数：5回以
上） 
●ＮＡＮＯＢＩＣを拠点
とした産学共同研究
の推進 
●民間事業者による
施設の設計、着工 
●指定管理者の公
募・選定及び入居企
業の募集 

●施設の竣工 

●施設入居企
業の募集 

● 産 学 交
流・研究開
発施設の完
成
（H30(2018）
本格供用開
始予定） 

経済労働
局 

羽田連絡道路整備事業 

<施策4-4-1>

●連絡道路の整備
に向けた国や関係
自治体との協議・調
整等 
●事業計画に係る
環境等調査の実施 
●河川管理者等関
係機関との協議・調
整 

●調査・設計の実施 

●河川管理者等関
係機関との協議・調
整 
●東京2020オリンピ
ック・パラリンピックを
めざした整備の推進 
●連絡道路整備を契
機としたアクセス機能
等の充実に向けた検
討・調整 

事業推進 臨海部国
際戦略本
部 

建設緑政
局 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

ポートセールス事業 

<施策4-4-2>

●貨物量増大に向
けた官民一体となっ
たポートセールスの
推進 
●東南アジア、中国
を中心とした新規航
路開設（2か年で4
航路開設）に向けた
取組の推進 

●貨物量増大に向け
た官民一体となった
ポートセールスの推進 

●東南アジア、中国
を中心とした新規航
路開設に向けた取組
の推進 

事業推進 港湾局 

国際的なイノベーション拠点
の形成に向け、国内外におけ
る川崎臨海部の認知度を高

め、ブランドの確立を図るた
め、メディア戦略や市民向け
広報の実施など、川崎臨海

部の最新動向や本市の取組
等を発信します。 

新川崎・創造のもりを拠点とし

た産学共同研究開発を促進

するとともに、新たな産学交

流・研究開発施設の整備を

行います。 

羽田連絡道路の早期整備に

向けた取組等を進めます。 

川崎港の利用促進を図るた

め、取扱貨物の増加や新規

航路の開設に向けたポートセ

ールスを推進します。 

② 海外との港湾物流の促進
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

東アジアの国際ハブポ
ート形成に向けた京浜３
港の連携 

<施策4-4-2> 

●川崎港港湾計画
の改訂（京浜港とし
て東京港・横浜港も
同時に改訂） 
●京浜３港の特例
港湾会社の経営統
合に向けた検討 
●コンテナ貨物に係
る補助制度の実施 

●港湾運営会社に対
する運営支援、指導・
監督 

●コンテナ貨物に係る
補助制度の実施 

事業推進 港湾局 

友好港ダナン港との交

流推進 

<施策4-4-2> 

●川崎港代表団に
よるダナン港訪問 
●ダナン港代表団
来訪 
●川崎港とダナン港
を結ぶ定期コンテナ
航路の開設に向け
た実務的な情報交
換の実施 

●代表団による両港
の相互訪問 

●定期コンテナ航路
の開設に向けた実務
的な情報交換の実施 

事業推進 港湾局 

連雲港港との交流推進 

<施策4-4-2> 

●川崎港代表団に
よる連雲港港訪問 
●連雲港港代表団
来訪 
●交流協議に関す
る新たな覚書の締
結 
●川崎港と連雲港
港を結ぶ定期コン
テナ航路のさらなる
利用促進に向けた
実務的な情報交換
の実施 

●代表団による両港
の相互訪問 

●定期コンテナ航路
のさらなる利用促進
に向けた実務的な情
報交換の実施 

事業推進 港湾局 

アジア諸港との競争の中で川

崎港がプレゼンスを発揮する

ため、東京港、横浜港からな

る京浜３港の連携を深め、一

体となって貨物集荷や港湾

機能の充実・強化を進めるこ

とで、京浜港の国際競争力の

強化に向けた取組を進めま

す。 

ダナン港と川崎港の発展と、

相互利用の促進につながる

人材交流及び情報交換を進

めます。 

連雲港港と川崎港の発展と、

相互利用の促進につながる

人材交流及び情報交換を進

めます。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

川崎駅周辺の国際化に
対応したまちづくり

<施策4-5-1> 

●「京急川崎駅周
辺地区まちづくり整
備方針」の策定(平
成27(2015)年3月) 

●「川崎駅周辺総
合整備計画」の改
定(平成28(2016)
年3月) 

●「京急川崎駅周辺
地区まちづくり整備方
針」に基づく取組 
・国内外の多様な
人々に対応した滞在
機能や日常生活を支
える機能の充実に向
けた民間主導の開発
への誘導 
●「川崎駅周辺総合
整備計画」に基づく取
組 
・北口自由通路での
行政サービス施設や
壁面等を活用した情
報発信の検討 
・多言語による案内
サインや情報発信ツ
ールの充実の推進 

事業推進 まちづくり
局 

経済労働
局 

③ 高度人材の呼び込みに向けた環境づくり

「川崎駅周辺総合整備計画」

や「京急川崎駅周辺地区まち

づくり整備方針」に基づき、国

際化を見据えた都市拠点の

形成や多言語による案内・情

報発信の充実を図ります。 
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取組の方向性２    企業の海外展開による国際競争力の強化 

ＡＳＥＡＮをはじめアジアを中心とした海外への販路開拓や海外進出など、市内

企業への支援に取り組むことにより、市内産業の国際競争力を強化し、海外の経済

活力を本誌の成長に取り込みます。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

海外販路開拓事業 

<施策4-1-1> 

●海外ビジネス支援
センター（KOBS）で
のワンストップサービ
スの実施 
（H26支援件数：
264社） 

●中国（上海、青
島、瀋陽、広州）、タ
イ（バンコク）等での
展示会出典による
市内企業活動の支
援 
（ H26出展数： 20
社） 
●海外サポート拠点
の中国（瀋陽）、タイ
（バンコク）での開
設、現地支援体制
の構築 

●タイ工業省、ラオ
ス計画投資省との
覚書締結によるタ
イ・ラオスと市内企
業との連携促進や
サポート体制の充実 

●海外ビジネス支援
センター（KOBS）での
ワンストップサービスの
機能充実とコーディネ
ータによる市内企業
の支援 
（支援件数：268社
以上） 

●中国、タイ、ベトナ
ム等での展示会出展
による市内企業活動
の支援 
（出展数：20社以上） 

●海外サポート拠点
を通じた現地支援体
制の展開 

●タイ・ラオス等と市
内企業との連携促進
やサポート体制の展
開 

●海外ビジネス
支援セン タ ー
（KOBS）でのワン
ストップサービス
の機能充実とコ
ーディネータに
よる市内企業の
支援 
（支援件数：270
社以上） 

●海外サポート
拠点を通じた:現
地支援体制の
展開及び検証 

●タイ・ラオス等
と市内企業との
連携促進やサ
ポート体制の展
開及び検証 

事業推進 経済労働
局 

アジア起業家の誘致・交
流促進 

<施策4-1-1>

●THINK（テクノハブ
イノベーション川崎）
を拠点とした取組の
推進 
●上海市等との環
境技術交流事業の
実施 
●環境技術研修生
受入等による環境
技術の移転促進 

●THINK（テクノハブイ
ノベーション川崎）を
拠点とした取組の推
進 
●上海市等との環境
技術交流事業の実施 

●環境技術研修生受
入等による環境技術
の移転促進 

経済労働
局 

海外での販路開拓に係る機
会の創出、国内外でのフォロ
ーアップ等を通じ、市内企業

の海外ビジネス展開を促進し
ます。 

アジア各国からのベンチャー

企業等を誘致するとともに、

市内企業と交流促進を図るこ

とで、市内産業の活性化を図

ります。 

① 企業の海外ビジネス展開支援
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

日本貿易振興機構横浜
貿易情報センターとの
連携 

<施策4-1-1>

●ジェトロとの共催に
よる海外ビジネスセ
ミナー・交流会等の
開催 

●ジェトロとの共催によ
る海外ビジネスセミナ
ー・交流会等の開催 
●国際的なネットワー
ク構築、連携などによ
る市内企業の販路開
拓等支援 
●国際的に活躍する
環境・ライフサイエン
ス分野企業の誘致に
向けたジェトロとの連
携強化 

事業推進 経済労働
局 

中国福祉産業連携モデ

ルの推進 

<施策4-2-2> 

●中国福祉産業連
携モデル事業の
実施 
●「ウェルフェアイノ
ベーション推進計
画 」 （ 平 成
26(2014) 年 ３月
策定）に基づき、ウ
ェルフェアイノベー
ションフォーラムの
プロジェクトとして
事業を推進 

●中国福祉産業連携
モデル事業の実施 

●「ウェルフェアイノベ
ーション推進計画」
に基づき、ウェルフ
ェアイノベーションフ
ォーラムのプロジェ
クトとして事業を推
進 
●プロジェクトの創出 

事業推進 経済労働
局 

市内企業の貿易振興や海外

展開などの国際ビジネス支援
を行うほか、海外から市内へ
の投資を促進するため、総合

支援機関である独立行政法
人日本貿易振興機構（ジェト
ロ）との連携により相談業務、

情報提供、国際ビジネスセミ
ナー開催、商談アレンジなど
の様々な支援を行います。 

中国を福祉産業の新規市場
の一つと位置づけ、展開を目
指す企業間の連携によって
事業を推進します。 
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取組の方向性３    海外への先端環境技術移転によるビジネス展開 

都市環境の悪化や水資源の不足などの地球的課題を解決するため、本市の強みで

ある優れた環境技術やノウハウを持つ企業の海外展開を支援することにより、産業

の交流や官民連携による国際展開を推進します。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

国際環境産業推進事業 

<施策4-1-1> 

●川崎国際環境技
術展の開催 
（H26 国際環境技
術展におけるビジネ
スマッチング数：
380件） 

●川崎国際環境技
術展出展企業等へ
のマッチング・フォロ
ーアップの実施 

●「グリーン・イノベ
ーション推進方針」
の策定、方針に基づ
く取組の推進 

●川崎国際環境技術
展の開催 
（国際環境技術展に
おけるビジネスマッチ
ング数：390件以上） 

●川崎国際環境技術
展出展企業等へのマ
ッチング・フォローアッ
プの実施 

●グリーンイノベーショ
ンクラスターのプロジェ
クト創出による企業の
海外展開の支援及び
国際貢献の推進 

●川崎国際環
境技術展の開
催 
（国際環境技術
展におけるビジ
ネスマッチング
数 ： 400 件 以
上） 
●川崎国際環
境技術展出展
企業等へのマッ
チング・フォロー
アップの実施及
び検証 

事業推進 経済労働
局 

環境調和型まちづくり
（エコタウン）推進事業 

<施策4-2-2> 

●川崎ゼロ・エミッシ
ョン工業団地を中心
とするエコタウンの情
報発信、エコ学習の
実施 
（H27 エコ学習参加
者：145人） 

●エコタウン立地企
業の支援 

●川崎ゼロ・エミッショ
ン工業団地を中心と
するエコタウンの情報
発信、エコ学習の実施 
（エコ学習参加者：
150人以上） 

●エコタウン立地企業
の支援 

●川崎ゼロ・エミ
ッション工業団
地を中心とする
エコタウンの情
報発信、エコ学
習の実施 
（エコ学習参加
者 ： 155 人 以
上） 

事業推進 経済労働
局 

環境関連施設の視察受
入 

<施策4-2-2>

●エコタウンやエコ
学習施設等への、
研究者等の視察者
の受入 

●エコタウンやエコ学
習施設等への、研究
者等の視察者の受入 

事業推進 経済労働
局 

環境局 

「グリーン・イノベーション推進
方針」に基づき、新たな環境
関連ビジネスの創出やビジネ
スマッチングを促進します。 

川崎エコタウン立地企業にお
ける資源循環等の取組を支
援することで、環境調和型の
まちづくりを推進します。 

川崎エコタウンなどの環境関
連施設の視察を受け入れ、
先端技術等の情報を海外へ
発信します。 

① 環境産業のグローバル化の促進
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

上下水道分野における
国際展開推進事業 

<施策4-1-1> 

●かわさき水ビジネ
スネットワークを通じ
た水関連企業の海
外展開支援の推進 

●かわさき水ビジネス
ネットワークを通じた水
関連企業の海外展開
支援の推進 

事業推進 上下水道
局 

② 上下水道分野における官民連携による国際展開

世界の水環境改善に向けて、
水関連企業と連携して上下
水道分野の国際展開を推進
します。 
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グローバル化により都市間競争が加速しており、あらゆる分野で国際競争力を高

めていくためには、海外都市との連携を図り、健康・医療・福祉、環境分野等の先

端技術による国際貢献や、観光・文化などの都市の魅力向上を積極的に発信して、

市民が誇りを持ち、海外の人が川崎へ憧れるような世界的プレゼンスを確立する必

要があります。 

そのためには、市内に集積する最先端技術で世界の諸都市が抱える課題を解決す

る国際貢献に取り組む姿を積極的に発信し、世界の中での認知度と都市イメージの

向上を図ります。また、ミューザ川崎シンフォニーホール、藤子・F・不二雄ミュー

ジアムなどの素晴らしい地域資源があることを市民が認識し、愛着と誇りを持てる

まちづくりを推進するとともに、その魅力を国内外に発信し、産業、文化芸術、ス

ポーツなどで世界的に存在感のある都市となり、新たな人材や投資を引き寄せ、都

市が発展していく基盤を築きます。 

取組方針Ⅱ 強みと魅力をいかした世界的プレゼンスの向上

■参考指標 
（基本目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本目標の成果とす

るものではありません。基本目標の成果は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

名   称 
（指標の出典） 

現   状 
第１期計画期間 
における目標値 

キングスカイフロントの海外向けホームページがインターネ
ットメディアに掲載され、閲覧された件数 
（臨海部国際戦略本部調べ） 

3,643件

（平成26年度）

6,000件以上

（平成29年度）

海外向け観光ホームページ（Discover Kawasaki）の閲覧
件数 
（経済労働局調べ） 

28,609件

（平成26年度）

31,300件以上

（平成29年度）

基本目標２ 発信力を高め世界的なプレゼンスを確立するまち

発
信
力
を
高
め

世
界
的
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を

確
立
す
る
ま
ち

Ⅱ 強みと魅力をいかした世界的プレゼンスの向上 

３ 海外諸都市との戦略的な関係構築 

２ 海外から人を川崎にひきつけるまちづくり 

１ 国際的認知度向上の促進 

基本目標 取組方針・取組の方向性 
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名   称 
（指標の出典） 

現   状 
第１期計画期間 
における目標値 

市内宿泊施設の年間外国人宿泊客数 
（総合計画第1期実施計画） 

15万人

（平成26年）

17万人以上 

（平成29年）

海外都市訪問受入件数 
（総務企画局調べ） 

120件

（平成26年度）

130件以上

（平成29年度）

取組の方向性１    国際的認知度向上の促進 

本市に集積する最先端技術などをいかした国際貢献や多様な観光資源、文化芸術

など、本市独自の強みと魅力を効果的に発信することにより、市民が誇りを持ち、

海外の人が川崎へ憧れる都市イメージを確立し、さらなる発展への基盤を築きます。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

インドネシア・バンドン市
との都市間連携による
低炭素都市形成支援の
取組 

<施策3-1-1>

●環境省ＪＣＭ事業
の活用による廃棄物
管理政策にかかわ
る調査の実施 
●バンドン市の低炭
素都市形成に向け
た両市の基本合意
書・覚書の締結 

●バンドン市の低炭素
都市計画の策定支援
等に向けた取組 

事業推進 環境局 

マレーシア・ペナン州と
の都市間連携による低
炭素都市形成支援の取
組 

<施策3-1-1>

●環境省・ＮＥＤＯの
ＪＣＭ事業を活用し
た、廃棄物利用のバ
イオマス発電技術の
導入にかかわる調
査の実施 

●実証事業の実施に
向けた検討 

事業推進 環境局 

ミャンマー・ヤンゴン市
との都市間連携による
低炭素化支援の取組 

<施策4-1-1>

●環境省JCM案件
形成可能性調査事
業の実施 

●都市間連携による
ヤンゴン市の低炭素化
支援の取組の推進 

事業推進 経済労働
局 

マレーシア・ペナン州が目指

す低炭素社会実現のための
取組を支援します。 

① 先端技術都市・かわさきの世界的アピール、国際貢献

ミャンマー・ヤンゴン市が目指
す低炭素社会実現のための
取組を支援します。 

インドネシア・バンドン市が目
指す低炭素社会実現のため
の取組を支援します。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

地球温暖化対策の推進 

<施策3-1-1> 

●「地球温暖化対
策推進計画」に基づ
く取組の推進 

●優れた環境技術・
製品等を認定・認証
する「低CO2川崎ブ
ランド」、｢川崎メカニ
ズム認証制度｣の運
用・制度の再構築 
（H26 低CO2川崎
ブランド認定件数：
全55件） 

●「（仮称）気候変動
適応策基本方針」や
国の新たな温室効果
ガス削減目標の設定
等の動向を踏まえた、
「地球温暖化対策推
進計画」の改定に向け
た検討 

●再構築後の優れた
環境技術・製品等を認
定・認証制度の運用、
制度及び認定・認証
製品等の広報の充実
など普及に向けた取組
の推進 
（低CO2川崎ブランド
認定件数：全70件） 

●「（仮称）気候
変動適応策基
本方針」や国の
新たな温室効
果ガス削減目
標の設定等の
動向を踏まえ
た、「地球温暖
化対策推進計
画」の改定 
●再構築後の
優れた環境技
術・製品等を認
定・認証制度の
運用、制度及
び認定・認証製
品等の広報の
充実など普及に
向けた取組の
推進 
（低CO2川崎ブ
ラ ン ド 認定件
数：全80件） 

● 新 た な
「地球温暖
化対策推
進計画」に
基づく事業
の推進 

環境局 

環境エネルギーの推進 

<施策3-1-1> 

●「エネルギー取組
方針」の策定 

●かわさきエコ暮ら
し未来館等を活用し
た環境エネルギー
等に関する普及啓
発の実施 
（ H26 来館者数：
14,866人） 

●「エネルギー取組方
針」に基づく、国のエ
ネルギーシステム改
革等を踏まえた取組
の推進 
●かわさきエコ暮らし
未来館等を活用した
環境エネルギー等に
関する普及啓発の実
施 
（来館者数：15,000人
以上） 

事業推進 環境局 

国際戦略拠点プロモー
ションの推進 

<施策4-4-1> 

●キングスカイフロン
ト公式ウェブサイトの
運営 
●研究内容に特化
したウェブニュースレ
ターの発行（年３回） 
●国際総合バイオイ
ベント「Ｂｉｏ Japan」
への出展 
●アジア最大級の
国際総合バイオイベ
ント「Ｂｉｏtech」への
出展 

●キングスカイフロント
公式ウェブサイトの運
営 
●研究内容に特化し
たウェブニュースレタ
ーの発行（年３回） 
●国際総合バイオイベ
ント「Ｂｉｏ Japan」への
出展 

事業推進 臨海部国
際戦略本
部 

環境技術情報収集・発
信の取組

<施策3-1-1>

●川崎市の先進的
な環境技術情報の
収集 
●ポータルサイトを
活用した国内外へ
の情報発信 

●川崎市の先進的な
環境技術情報の収集 

●ポータルサイトを活
用した国内外への情
報発信 

事業推進 環境局 

低酸素社会の構築や自立分
散型エネルギーの確保に向
けて創エネ・省エネ・蓄エネを

組み合わせ、総合的なエネ
ルギーに関する取組を推進し
ます。 

キングスカイフロントにおける

企業の研究内容を紹介する
メールニュースなどの情報発
信や、国際展示会に出展す

るなど、国内外の高度人材・
企業等とのネットワーク構築に
向けた取組を推進します。 

市民・事業者などの多様な主
体との協働により、温室効果
ガス削減の取組（緩和策）とと

もに、温暖化に起因する異常
気象等の気候変動への適応
策を推進します。 

川崎の産業公害の歴史、先

進的な取組などの情報を収
集し、環境ポータルサイトを活
用して国内外へ情報を発信し

ます。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

廃棄物処理分野での国
際貢献の推進 

<施策3-2-2>

●海外からの視察
対応や廃棄物行政
等の講義の実施 
●廃棄物処理に関
する情報提供等を
実施 

●海外からの視察対
応や廃棄物行政等の
講義の実施 
●廃棄物処理に関す
る情報提供等を実施 

事業推進 環境局 

中国・瀋陽市・上海市と
連携した環境改善の取
組 

<施策3-1-1> 

●環境技術研修とし
て、中国・瀋陽市、
上海市から職員を
受入 

●環境技術研修とし
て、中国・瀋陽市、上
海市から職員を受入 

事業推進 経済労働
局 

環境局 

上下水道分野における
技術協力 

<施策4-1-1>

●ＪＩＣＡ等を通じた
専門家派遣や研修
生・視察者の受入の
推進 

●ＪＩＣＡ等を通じた専
門家派遣や研修生・
視察者の受入の推進 

事業推進 上下水道
局 

グリーン・イノベーショ
ン・国際環境施策推進
事業 

<施策3-1-1> 

●「グリーン・イノベ
ーション推進方針」
に基づく取組の推進 

●環境関連技術を
有する企業や国・自
治体・支援機関等で
構成し、環境面での
国際貢献や産業の
振興に資する取組
を行う「かわさきグリ
ーンイノベーションク
ラスター 」の設立
（H26 事業者との研
究会等の開催数：6
回） 

●「グリーン・イノベーシ
ョン推進方針」に基づく
取組の推進に向けた、
「かわさきグリーンイノ
ベーションクラスター」
と連携した環境ビジネ
スの国内外の展開支
援（事業者との研究会
等の開催数：6回） 

事業推進 環境局 

本市と協定や覚書を締結した

海外都市を中心に、廃棄物
処理や３Ｒの取組について海
外都市の行政担当者や企業

担当者に対して、本市のこれ
までの経験や技術を活かした
支援を行います。 

本市と瀋陽市・上海市の間で
締結した協定・覚書に基づ

き、瀋陽市・上海市の環境改
善に向けた取組の支援を行
います。 

本市との強みと特徴である、

環境技術・産業の集積を活か
し、国際貢献を果たすととも
に、次世代の川崎の活力を生

み出し持続可能な社会を創
造していきます。 

世界の水環境改善に向けて、
職員の派遣や研修生・視察
者の受入等を通じた技術協

力による国際貢献を行いま
す。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

UNEP等、国際機関と連
携した国際貢献の推進 

<施策3-1-1>

●アジア・太平洋エ
コビジネスフォーラ
ム開催（国際環境
技術展と連携） 

●アジア・太平洋エコ
ビジネスフォーラム
開催（国際環境技術
展と連携） 

事業推進 環境局 

水素戦略推進事業 

<施策4-2-4> 

●水素供給ネットワ
ークの構築に向け
た検討・調整 

●再生可能エネル
ギーと水素を用いた
自立型エネルギー
供給システム共同
実証事業の実施 
●使用済みプラスチ
ック由来低炭素水
素を活用した地域循
環型水素地産地消
モデル実証事業の
検討 

●再エネ等由来水
素活用燃料電池フ
ォークリフト実証事業
の検討 

●鉄道駅等への水
素・燃料電池技術の
導入、利活用の検
討 
●水素の社会認知
度の向上に向けた
ＰＲ・情報発信 

●水素供給ネットワー
クの構築に向けた技術
面・運用面等の検証・
調整 

●再生可能エネルギ
ーと水素を用いた自立
型エネルギー供給シス
テム共同実証事業の
実施 
●使用済みプラスチッ
ク由来低炭素水素を
活用した地域循環型
水素地産地消モデル
実証事業の実施 
（水素供給用パイプラ
イン敷設等工事着手） 

●再エネ等由来水素
活用燃料電池フォーク
リフト実証事業の実施 
（フォークリフト実証機
導入） 

●鉄道駅等への水素・
燃料電池技術の導
入・検証 

●水素の社会認知度
の向上に向けたＰＲ・
情報発信 

●水素供給ネ
ットワークの構
築に向けた技
術面・運用面等
の検証結果を
踏まえた取組の
推進 

●使用済みプ
ラスチック由来
低炭素水素を
活用した地域
循環型水素地
産地消モデル
実証事業の実
施 
（パイプラインを
利用した水素の
供給開始） 
●再エネ等由
来水素活用燃
料電池フォーク
リフト実証事業
の実施 
（フォークリフト
実証機追加導
入・検証） 
●新たな水素・
燃料電池技
術の利活用
方策の検討 

事業推進 臨海部国
際戦略本
部 

国連環境計画(UNEP）との連
携により、本市の有する環境
技術や経験を活かし、工業化

途上の都市の環境対策や環
境配慮の取組への支援を推
進します。 

「水素社会の実現に向けた川
崎水素戦略」に基づく取組を
推進します。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

ミューザ川崎シンフォニ
ーホールの取組の発信 

<施策4-8-3> 

●音楽ホールを活
用したクラシックオー
ケストラ等による音
楽鑑賞機会の提供 
（H26 主催・共催公
演 来 場 者 数 ：
90,920人） 
●本市のイメージア
ップに向けたミュー
ザ川崎シンフォニー
ホールの国内外へ
の発信の取組の推
進 

●音楽ホールを活用
したクラシックオーケス
トラ等による音楽鑑賞
機会の提供 
（主催・共催公演来場
者数：100,000人以
上） 
●本市のイメージアッ
プに向けたミューザ川
崎シンフォニーホール
の国内外への発信の
取組の推進 

事業推進 市民文化
局 

音楽のまちづくりの推進 

<施策4-8-3> 

●「かわさきジャズ」
の開催 
（ H27 入場者数：
22,000人） 
●「アジア交流音楽
祭」の開催 
（H27  入場者数：
80,000人） 
●オーストリア・ザル
ツブルク市との若手
演奏家の交流促進
に向けたコンサート
の開催 

●「かわさきジャズ」の
開催 
（入場者数：22,000人
以上） 
●「アジア交流音楽
祭」の開催 
（入場者数：80,000人
以上） 
●オーストリア・ザルツ
ブルク市との若手演奏
家の交流促進に向け
たコンサートの開催 

事業推進 市民文化
局 

競技スポーツ大会開
催・支援事業 

<施策4-8-1> 

●国際陸上競技大
会（ゴールデングラ
ンプリ川崎）の誘致・
開催 
（ H27 入場者数：
16,000人） 

●多摩川マラソンや
多摩川リバーサイド
駅伝など多摩川を
活用したスポーツ大
会等の開催 

●国際トランポリンジ
ャパンオープンの開
催 

●国際陸上競技大会
（ゴールデングランプリ
川崎）の誘致・開催 
（入場者数：18,000人
以上） 

●多摩川マラソンや多
摩川リバーサイド駅伝
など多摩川を活用した
スポーツ大会等の開
催 

●国際トランポリンジャ
パンオープンの開催 

●国際陸上競
技大会（ゴール
デングランプリ川
崎）の誘致・開
催 
（ 入 場 者 数 ：
21,000人以上） 

●多摩川マラソ
ンや多摩川リバ
ーサイド駅伝な
ど多摩川を活用
したスポーツ大
会等の開催 

● 国 際大
会の開催
に向けた検
討 

市民文化
局 

東京オリンピック・パラリ
ンピック開催に向けた取
組 

<施策4-8-1> 

●事前キャンプの受
入に向けた調整と、
英国オリンピック委
員会との事前キャン
プに関する覚書の締
結 
●団体・企業・有識
者など多様な主体
の協働により取組を
進めていく場としての
「かわさきパラムーブ
メント推進フォーラ
ム」の設置 

●事前キャンプの受
入に向けた取組の推
進 
●事前キャンプの受
入を契機とした英国と
の交流の推進 
●「かわさきパラムー
ブメント推進フォーラ
ム」の運営と多様な主
体の連携によるプロジ
ェクトの企画実施 

●2020年
東京オリン
ピック・パラ
リンピックの
開催
（H32） 
●大会開
催後のレガ
シーの形成 

市民文化
局 

世界屈指の音響を誇るミュー
ザ川崎シンフォニーホールの

取組を国内外に発信し、川崎
のイメージアップを図ります。 

多様な活動団体等と協働・連
携しながら、音楽を通じた国

際交流や国際理解の機会を
提供します。 

東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックの開催に向けて、大

会運営支援をはじめ、大会を
契機として本市への愛着を育
み、誰もが暮らしやすいまちづ

くりにつながる「かわさきパラム
ーブメント」の取組を推進しま
す。 

② 世界に発信できる魅力づくり

国際大会等の開催や競技ス
ポーツ活動の支援を通じ、市

民がスポーツを観る、支える、
楽しみを感じ、自らもスポーツ
に参加する取組を進めます。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

藤子・Ｆ・不二雄ミュージ
アム、日本民家園など
の文化施設の活用 

<施策4-8-2> 

[藤子・F・不二雄ミュ
ージアム] 
●藤子・Ｆ・不二雄
の作品及び資料の
展示 
（ H26 入館者数 ：
474,667人） 
●藤子・F・不二雄ミ
ュージアムの魅力を
国内外へ発信する
取組の推進（藤子） 
●生田緑地における
他美術館や博物館
と連携した取組の推
進 

[日本民家園] 
●英語等9言語の
多言語リーフレット提
供 
園内案内板等に英
語を併記 
●英語での園内ガイ
ドの実施 
●旅行会社の企画
による外国人向けツ
アーの受入 

[岡本太郎美術館] 
●岡本太郎の美術
作品及び資料の展
示 
（H26  入館者数：
73,170人） 
●図録・資料等の外
国語訳など国外へ
の情報発信 

［東海道かわさき宿
交流館］ 
●東海道川崎宿の
歴史・民俗資料等の
展示 
（H26  利用人数：
49,260人） 

[藤子・F・不二雄ミュ
ージアム] 
●藤子・Ｆ・不二雄の
作品及び資料の展示
（藤子） 
（入館者数：474,000
人以上） 
●藤子・F・不二雄ミュ
ージアムの魅力を国
内外へ発信する取組
の推進 
●生田緑地における
他美術館や博物館と
連携した取組の推進 

[日本民家園] 
●タイ語リーフレットの
提供開始 

●園内案内板等に英
語を併記 

●英語での園内ガイド
の実施 
●旅行会社の企画に
よる外国人向けツアー
の受入 
●多言語音声ガイドの
導入準備 

［岡本太郎美術館］ 
●岡本太郎の美術作
品及び資料の展示 
（入館者数：75,000人
以上） 

●図録・資料等の外
国語訳など国外への
情報発信 

［東海道かわさき宿交
流館］ 
●東海道川崎宿の歴
史・民俗資料等の展
示 
（利用人数：50,000人
以上） 

●多言語音声
ガイドの提供開
始 

事業推進 市民文化
局 

川崎区役
所 

教育委員
会 

国際色豊かなイベントの
開催 

<施策4-1-2> 

●かわさきアジアン
フェスタの実施 
（ H27  来場者数
38,000人） 
●川崎駅周辺をめぐ
り歩く仮装パレード等
を行うカワサキハロウ
ィンへの支援 
（ H27 来場者数：
120,000人） 

●かわさきアジアンフ
ェスタの実施 
（来場者数38,000人
以上） 
●川崎駅周辺をめぐり
歩く仮装パレード等を
行うカワサキハロウィン
への支援 
（来場者数：120,000
人以上） 

事業推進 経済労働
局 

国内外への発信力のある藤
子・Ｆ・不二雄ミュージアムや
日本民家園などの魅力を積

極的に国内外へアピールする
ことにより、川崎の魅力を高め
ます。 

全国的に認知され、海外から

も注目を集める「カワサキハロ
ウィン」をはじめ、アジアンフェ
スタなどの国際色豊かなイベ
ントを開催します。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

シティプロモーション推
進事業 

<施策4-9-1> 

●「シティプロモーシ
ョン戦略プラン」の策
定及び「シティプロモ
ーション推進実施計
画」の検討 

●各種メディアの効
果的活用によるシテ
ィプロモーションの推
進 

●市のブランドメッセ
ージの検討 

●イメージアップ事
業認定制度の実施 

●｢第１次シティプロモ
ーション推進実施計
画｣に基づく、シティプ
ロモーションの推進 

●国内外に向けた、
各種メディアの効果的
活用によるシティプロ
モーションの推進 
 ・市のPR冊子の全面
改訂 
 ・動画作成 

●ブランドメッセージ
等を活用した効果的
な情報発信及び民間
活力と連携したPR事
業の実施 
●（仮称）都市ブランド
推進事業の実施 

●「第2次シティ
プロモーション推
進実施計画」の
検討・策定 
●国内外に向け
た、各種メディア
の効果的活用に
よるシティプロモ
ーションの推進 
 ・市のPR冊子
の作成・頒布 
 ・動画の効果
的な活用 

●市制100
周年に向け
たシティプロ
モーションの
推進 

総務企画
局 

映像のまち・かわさき推
進事業 

<施策4-8-3> 

●多様な映像関連
主体により構成され
る｢映像のまち・かわ
さき｣推進フォーラ
ムの活動支援 
●毎日映画コンクー
ル表彰式の本市開
催の支援 
●「KAWASAKIしん
ゆり映画祭」の開催
（H26 入場者数：
2,331人） 
●教育機関と連携し
た映像制作活動等
を通じた映像教育
の普及の推進 
●地域における映像
制作活動等への支
援 
●本市のイメージア
ップに向けたドラマ
や映画などの映像
作品のロケ誘致活
動の推進 
（H26 市の施設に
おけるロケ件数：
170件） 
●ロケ地情報のホー
ムページによる発
信、PRパネル展の
開催及び情報誌の
発行 
●地域映像アーカイ
ブ化に向けた検討 

●多様な映像関連主
体により構成される
｢映像のまち・かわさ
き｣推進フォーラムの
活動支援 
●毎日映画コンクー
ル表彰式の本市開催
の支援 
●「KAWASAKIしんゆ
り映画祭」の開催（入
場者数：2,400人以
上） 
●教育機関と連携し
た映像制作活動等を
通じた映像教育の普
及の推進 
●地域における映像
制作活動等への支援 

●本市のイメージアッ
プに向けたドラマや映
画などの映像作品の
ロケ誘致活動の推進 
（市の施設におけるロ
ケ件数：170件以上） 

●ロケ地情報のホー
ムページによる発信、
PRパネル展の開催及
び情報誌の発行 

●地域映像アーカイ
ブ化に向けた取組の
推進 

●KAWASAKIし
んゆり映画祭」
の開催（入場者
数：2,500人以
上） 

事業推進 市民文化
局 

戦略的な情報発信等により、
市民のシビックプライドの醸成

及び対外的な都市イメージの
向上を図ります。 

多様な映像関係主体で構成
する｢映像のまち・かわさき｣推
進フォーラムを中心として、市

内の豊富な映像資源による
活動を促進するとともに、市
内のさまざまな魅力あるスポ

ットを映像関連のロケ地として
活用するなど、市民が映像に
親しむ機会の創出とまちの魅

力の発信をすることで、本市
の魅力を高め、映像文化の
振興を図ります。 

③ 戦略的な情報発信
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取組の方向性２    海外から人を川崎にひきつけるまちづくり 

本市に集積する最先端技術などをいかした国際貢献や多様な観光資源、文化芸術

など、本市独自の強みと魅力を効果的に発信することにより、市民が誇りを持ち、

海外の人が川崎へ憧れる都市イメージを確立し、さらなる発展への基盤を築きます。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

観光振興事業 

<施策4-9-2> 

●「新・かわさき観
光振興プラン」の策
定 

●観光ホームペー
ジやパンフレットによ
る情報発信の充実 

●観光案内所の川
崎駅北口への移転
検討 

●外国人観光客の
誘客促進 

●かわさき市民祭り
の開催 

●「新・かわさき観光
振興プラン」に基づく
施策の推進 

●効果的な情報発信
の充実 
・観光ホームペー
ジに市内観光情報
を集約した情報の
プラットフォーム機
能の整備 
・SNSを活用した情
報の発信等 

●川崎駅北口におけ
る魅力発信施設の設
置に向けた整備の検
討 
●外国人観光客の誘
客促進 
 ・羽田空港における
外国人観光客向け
プロモーションの実
施 
●かわさき市民祭りの
開催 

●「新・かわさき
観光振興プラ
ン」に基づく施策
の推進及び進捗
状況の検証 
●効果的な情
報発信の充実 
 ・多言語対応
による公共案
内や誘導表
示の検討 

●川崎駅北口
における魅力発
信施設の供用
開始 

事業推進 経済労働
局 

産業観光推進事業 

<施策4-9-2>

●産業観光ツアー、
工場夜景ツアーの
実施 

●全国各地への修
学旅行誘致活動の
展開 
●産業観光検定合
格者を活用した産
業観光及び工場夜
景ツアーの実施 

●産業観光ツアー、
工場夜景ツアーの実
施 
 ・全国工場夜景都
市との連携による広
域的な取組の充実 
 ・川崎工場夜景の統
一デザインの導入 

●全国各地への修学
旅行誘致活動の展開 

●産業観光検定合格
者を対象にしたガイド
養成講座の実施 

●産業観光ツア
ー、工場夜景ツ
アーの推進 
 ・ニーズに応じ
たオーダーメ
イド型のツア
ーの検討 

●産業観光へ
の市民参画の促
進 

事業推進 経済労働
局 

情報発信や観光案内機能の

充実等の取組を進めるととも
に、外国人観光客の誘客を
促進します。 

川崎産業観光振興協議会、

市観光協会、商工会議所等
の関係機関と一体となって、
本市の産業観光の推進及び
認知度向上を図ります。 

① 海外観光客の誘致
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

東京オリンピック・パラリ

ンピックを契機とした外

国人観光客の誘致 

<施策4-9-2>

●推進方針及び推
進ビジョンの策定 
●ぐるなび等の事業
者と連携した取組 

●ぐるなび等の事業
者と連携した取組 
●事業者向けセミナ
ー等の開催 
●インバウンド向け観
光ガイド機能の強化 

事業推進 経済労働
局 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

市内案内表示の多言語
対応 

<施策1-2-3>

●各エリア・施設に
おけるサインマニュ
アル等により、公共
サインの多言語対
応等を推進 
●多言語表示な
ど、公共サインの整
備に関するガイドライ
ンの策定 

●公共サインの整備に
関するガイドラインに基
づく、誰もが訪れやすく
暮らしやすいまちに向
けた取組の推進 

事業推進 総務企画
局 

まちづくり
局 

事業者・関係団体等と
の連携の取組 

<施策4-9-2>

●関係団体（観光
協会 、商工会議
所）、飲食店、ホテ
ル、交通事業者との
連携（セミナーの開
催、外国人向け観
光案内ツールの作
成等） 

●関係団体（観光協
会、商工会議所）、飲
食店、ホテル、交通事
業者との連携（セミナ
ーの開催、外国人向
け観光案内ツールの
作成等） 

事業推進 経済労働
局 

公衆無線ＬＡＮ環境の
整備 

<施策4-2-5> 

●公衆無線ＬＡＮ環
境の整備の考え方
のとりまとめ及び整
備の実施 
（利用可能アクセス
ポイント数：約1,000
か所） 

●行政施設への公衆
無線ＬＡＮ環境の整備
をはじめ、民間のアク
セスポイントや接続ア
プリを活用した、かわさ
きWi-Fiの利用範囲の
拡張 
（利用可能アクセスポ
イント数：全1,500か所
以上） 

●行政施設へ
の公衆無線ＬＡ
Ｎ環境の整備を
はじめ、民間の
アクセスポイント
や接続アプリを
活用した、かわ
さきWi-Fi の利
用範囲の拡張 
（利用可能アク
セスポイント数：
全2,000か所以
上） 

事業推進 総務企画
局 

東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックに向け、海外から本市

を訪れる観光客が増加するこ
とが見込まれることから、この
機会を生かして、経済・観光
の振興等を図ります。 

グローバル化に伴い増加が見

込まれる外国人観光客や外
国人ビジネス客、外国人市民
が、円滑かつ快適に移動又は

滞在できる環境整備を推進し
ます。 

外国人来訪者も含め、市内

の誰もが利用できる公衆無線
ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境を整備し
ます。 

② 海外ビジターの受入環境の整備

グローバル化に伴い増加が見

込まれる外国人観光客等の
受入環境の整備に向けて、関
係団体や事業者等と連携し
た取組を推進します。 

27



取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

国際化を見据えた都市
拠点の形成

<施策4-5-1>

●民間開発事業の
誘導 

●民間開発事業（大
宮町A-2街区、川崎
駅東口駅前地区、京
急川崎駅周辺地区）
の機会を捉えた宿泊
施設や飲食店等の誘
導 

事業推進 まちづくり
局 

取組の方向性３    海外諸都市との戦略的な関係の構築 

環境、経済、文化など様々な面において、各都市が持つ特性やポテンシャルをい

かした交流を戦略的に推進し、分野ごとに互恵的な関係を構築することにより、本

市の国際競争力を高め、持続的な成長を図ります。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

海外諸都市との経済・
産業交流の推進 

<施策4-1-1>

●覚書締結等に基
づく交流の推進 
 ・中国（上海、瀋
陽、青島等） 
・タイ（バンコク） 
・ラオス 
・ベトナム（ホーチ
ミン） 
・デンマーク（オー
デンセ） 

●覚書締結等に基づ
く交流の推進 
 ・中国（上海、瀋陽、
青島等） 
・タイ（バンコク） 
・ラオス 
・ベトナム（ホーチミ
ン） 
・デンマーク（オーデ
ンセ） 

事業推進 経済労働
局 

音楽等による文化交流
の推進 

<施策4-8-3> 

●オーストリア・ザル
ツブルク市との若手
演奏家の交流促進
に向けたコンサート
の開催 

●オーストリア・ザルツ
ブルク市との若手演
奏家の交流促進に
向けたコンサートの
開催 

事業推進 市民文化
局 

市内企業の海外への販路の
開拓などビジネスの国際化を
支援し、国際競争力の強化

等をめざすため、海外諸都市
との経済・産業交流を推進し
ます。 

本市の特色である「音楽のま

ちづくり」等を生かした、海外
諸都市との文化交流を推進し
ます。 

① 海外都市との互恵的交流の促進

羽田空港からのアクセスな

ど、川崎駅周辺の立地特性を

活かした都市機能の誘導を

図ります。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

姉妹・友好都市との交

流の推進

<施策4-9-1>

●川崎市・富川市
職員の相互派遣の
実施 
●ウーロンゴン市・ウ
ーロンゴン大学によ
る川崎研修の実施 

●川崎市・富川市職
員の相互派遣の実施 

●韓国・富川市との友
好都市提携２０周年を
記念した音楽等による
文化交流事業の実施 

●ウーロンゴン
市・ウーロンゴン
大による川崎研
修の実施（隔
年） 
●クロアチア・リ
エカ市との姉妹
都市提携４０周
年を記念した音
楽等による文化
交流事業の実
施 

事業推進 総務企画
局 

姉妹・友好都市との代表団・
研修訪問団等の派遣・受入
を行い、友好親善を図るととも

に、互恵的関係の構築に向け
た取組を促進します。 
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本市では、外国人市民等多様な文化や歴史を持つ人々が、地域の中で互いに認め

合い、共に生きる地域社会の実現をめざしてきた歴史の中で、食生活をはじめ、音

楽、ファッション、ライフスタイルなどの変革により、市民は「生活の潤いと豊か

さ」を享受してきました。 

このように異文化との出会いや交流によって、「多様性」を互いに尊重する意識や

それぞれのアイデンティティの確立が促され、真の相互理解を深めることが真のグ

ローバル都市の基盤であると考えます。 

本市が、世界に誇れる質の高いグローバル都市であるために、市民一人ひとりが

国際感覚や高い人権意識を持つとともに、様々な文化の違いによる「多様性」が自

分たちの生活を豊かにしていくことを市民誰もが認識しているまちをめざします。 

そのためには、地域社会を構成するかけがえのない一員である外国人市民や外国

人企業等が安心・安全にいきいきと活躍できるよう取組を進めるとともに、引き続

き言葉や文化の違いによる課題への支援、市民の人権意識の醸成、多様な文化や価

値観などを受け入れ理解を深める取組を一層推進します。さらに、グローバル社会

で通用する人材の育成に取り組みます。 

基本目標３ 多様性が市民の生活を豊かにしていくことを誰もが
認識しているまち

多
様
性
が
市
民
の
生
活
を

豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
を

誰
も
が
認
識
し
て
い
る
ま
ち

Ⅲ 多様性をいかしたまちづくりの推進

３ グローバル都市・川崎を担う人材の育成・活用等 

２ 誰もが暮らしやすい環境づくり 

１ 地域での交流・多文化共生の促進 

基本目標 取組方針・取組の方向性 
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取組方針Ⅲ 多様性をいかしたまちづくりの推進

■参考指標 
（基本目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本目標の成果とす

るものではありません。基本目標の成果は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

名   称 
（指標の出典） 

現   状 
第１期計画期間 
における目標値 

国際交流センターの年間来館者数 
（市民文化局調べ） 

225,963人 

（平成26年度）

245,000人以上 

（平成29年度）

多言語広報資料数 
（市民文化局調べ） 

388種類 

（平成26年度）

410種類以上 

（平成29年度）

日本語指導等協力者年間派遣件数 

（教育委員会調べ） 

２４６件 

（平成26年度）

２７５件以上 

（平成29年度）

平等と多様性が尊重されていると思う市民の割合 
（かわさき市民アンケート<総合計画>） 

４０．６％ 

（平成27年度）

４１％以上 

（平成29年度）

「道で外国人に英語で話しかけられたとき、何とか英語で

話そうとする」と回答した生徒の割合（中２） 

（第2次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン

第1期実施計画） 

７８．７％ 

（平成26年度）

８０％以上 

（平成29年度）

31



取組の方向性１    地域での交流・多文化共生の促進 

外国人市民の増加・多様化が見込まれる中、地域における国際交流の推進や、地

域社会の一員としての外国人市民の社会参画を通じて、真の相互理解を深め、「多様

性」が自分たちの生活の豊かさにつながるまちをめざします。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

（公財）川崎市国際交流
協会と連携した取組 

<施策4-9-1>

●（公財）川崎市国際
交流協会補助金の
交付 
・多言語による情報
誌の発行、ホーム
ページの運営 
 ・外国人との交流や
多文化共生を推進
するために外国人と
ともに考えるイベント
の実施 
 ・各種語学講座の実
施 
 ・外国人留学生修学
奨励金の支給 
 ・民間団体による国
際交流活動への助
成等による支援 
 ・協会登録ボランティ
アの活動機会の提
供 

●（公財）川崎市国
際交流協会補助
金の交付 
・多言語による情
報誌の発行、ホ
ームページの運
営 
 ・外国人との交流
や多文化共生を
推進するために外
国人とともに考え
るイベントの実施 
 ・各種語学講座の
実施 
 ・外国人留学生修
学奨励金の支給 
 ・民間団体による
国際交流活動へ
の助成等による支
援 
 ・協会登録ボラン
ティアの活動機会
の提供 
・市民ボランティア
や市民団体などの
担い手の発掘手
法の検討 

事業推進 市民文化
局 

川崎市国際交流センタ

ーを活用した取組 

<施策4-9-1> 

●図書・資料室、情報
ロビーの運営による
国際交流情報及び
多言語情報の収集・
提供 
●川崎市国際交流セ
ンター第３期指定管
理業務における効果
的な情報発信の検
討 
●外国人の日本学習
と文化理解を深める
日本語講座の開催 

●市民の国際的な文
化理解を促進する
交流会や講座等の
開催 
●外国人市民による
日本語スピーチコン
テストの実施 

●図書・資料室、情
報ロビーの運営に
よる国際交流情
報及び多言語情
報の収集・提供 
●国内外の外国人
を対象とした川崎
市の魅力発信ペ
ージ作成の検討 

●外国人の日本学
習と文化理解を深
める日本語講座の
開催 
●市民の国際的な
文化理解を促進
する交流会や講
座等の開催 
●外国人市民によ
る日本語スピーチ
コンテストの実施 
●留学生など川崎
にゆかりのある人
材の活用の検討 

事業推進 市民文化
局 

（公財）川崎市国際交流協

会補助金を交付することに

より、市民レベルでの国際

交流や国際相互理解、国

際友好親善の推進を支援

します。 

川崎市国際交流センター

におけるイベント等の開催

を通じて、市民交流を促進

し、国際相互理解・文化理

解の促進を図ります。 

① 国際相互理解、国際交流、地域の支え合い
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

川崎市ふれあい館を活

用した取組 

<施策2-1-2> 

●渡日間もない子ども
たちの学習支援とし
ての学習サポート事
業の実施（こども未
来局） 
●識学学級やミニデイ
サービスなど外国人
高齢者支援事業の
実施（健康福祉局） 

●介護をはじめとした
行政サービス手続き
や生活全般に関す
る相談業務の実施
（健康福祉局） 

●人権尊重学級やふ
れあい学級など、共
生による地域社会づ
くりを目指し、外国人
市民と日本人市民
が共に学びあい、相
互理解を深める事
業の実施（教育委員
会） 

●渡日間もない子ど
もたちの学習支援
としての学習サポ
ート事業の実施（こ
ども未来局） 
●識学学級やミニデ
イサービスなど外
国人高齢者支援
事業の実施（健康
福祉局） 
●介護をはじめとし
た行政サービス手
続きや生活全般
に関する相談業務
の実施（健康福祉
局） 
●人権尊重学級や
ふれあい学級な
ど、共生による地
域社会づくりを目
指し、外国人市民
と日本人市民が
共に学びあい、相
互理解を深める事
業の実施（教育委
員会） 

事業推進 市民文化
局 

こども未来
局 

健康福祉
局 

教育委員
会 

外国人学校との交流の

推進 

<施策2-2-4> 

●朝鮮初級学校の近
隣校や交流校との
交流の実施 
●「川崎市立学校児
童生徒・神奈川朝
鮮学生美術交流
展」の開催 

●朝鮮初級学校の
近隣校や交流校
との交流の実施 
●「川崎市立学校
児童生徒・神奈川
朝鮮学生美術交
流展」の開催 

事業推進 教育委員
会 

区の取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

多文化共生推進事業 

<区計画（幸区、高津区、

麻生区）> 

●多文化フェスタさい
わい・多文化コンサ
ート・多文化トレイン
（ H27  1,900人規
模）の実施（幸区） 

●外国人市民とともに
学ぶ多文化防災訓
練の実施（高津区） 

●外国人市民と地域
との異文化交流会の
開催（麻生区） 

●多文化フェスタさ
いわい・多文化コ
ンサート・多文化ト
レ イ ン （ H28 
1,900人規模）の
実施（幸区） 
●外国人市民ととも
に学ぶ多文化防
災訓練の実施（高
津区） 
●外国人市民と地
域との異文化交流
会の開催（麻生
区） 

事業推進 幸区 

高津区 

麻生区 

日本人と在日外国人との

交流施設であるふれあい

館において、学習サポート

事業、外国人高齢者との

交流活動事業や相談事

業、共生による地域社会づ

くりを目指した社会教育事

業を実施します。 

朝鮮初級学校の近隣校や

交流校との交流を実施す

るとともに、朝鮮学校と市

立学校との「川崎市立学校

児童生徒・神奈川朝鮮学

生美術交流展」を開催しま

す。 

区内に居住する外国人市

民を含む区民が相互理解

を深め、地域に住むよき隣

人としての関わりを体感し、

多様性がもたらす地域の豊

かさへの気づきとなる交流

機会を提供します。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

外国人市民施策推進事
業 

<施策5-2-1> 

●「多文化共生社会
推進指針」の改定 

●外国人市民の市政
参加のしくみである
「外国人市民代表
者会議」の運営 

●「外国人市民代表
者会議」からの提言
を踏まえた取組の推
進 
●「外国人市民意識
実態調査」の実施 

●「多文化共生社
会推進指針」に基
づく取組の推進 
●外国人市民の市
政参加のしくみで
ある「外国人市民
代表者会議」の運
営 
●「外国人市民代
表者会議」からの
提言を踏まえた取
組の推進 

事業推進 市民文化
局 

市立学校への外国人市
民の講師派遣 

<施策2-2-1> 

●民族文化の紹介や
指導等を行う外国
人市民等を講師とし
て派遣 

●民族文化の紹介
や指導等を行う外
国人市民等を講
師として派遣 

事業推進 教育委員
会 

住民投票制度の運営 

<施策5-1-1> 

●住民投票制度の安
定した運営と円滑な
実施に備えた住民
への制度周知 

●ルビ付きや多言語
（６言語）によるリーフ
レットの作成・配布 

●住民投票制度の
安定した運営と円
滑な実施に備えた
住民への制度周
知 

●ルビ付きや多言
語（６言語）による
リーフレットの作
成・配布 

事業推進 市民文化
局 

※川崎市内に居住する、引き続き 3 か月以上本市の住民基本台帳に記録されている 18 歳以上の日本国籍を有しな

い人で、永住者、特別永住者又は日本に在留資格をもって在留し、引き続き3年を超えて本邦の住民基本台帳に記録

されている人

国籍や民族、文化の違い

を豊かさとして生かし、すべ

ての人が互いに認め合い、

人権が尊重され、自立した

市民として共に暮らすこと

ができる「多文化共生社

会」の実現をめざします。 

地域の外国人市民等に

「民族文化講師」として自

国の文化を児童生徒に伝

えるボランティア活動を依

頼し、市立小学校、中学

校、高等学校、特別支援

学校に派遣する、「学校の

中でできる多文化ふれあい

交流会」を実施します。 

本市の住民投票制度で

は、選挙権の有無にかか

わらず、幅広い住民が投票

に参加できるよう、その投

票資格者に外国人住民

（※）を含めています。 

② 外国人市民の社会参画
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取組の方向性２    誰もが暮らしやすい環境づくり 

外国人市民が抱える言葉の問題や文化の違いに起因する生活上の課題などへの支

援を一層推進することにより、誰もが安心・安全にいきいきと暮らし続けることが

できる環境づくりを進めます。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

広報資料の多言語化の
推進 

<施策5-2-1> 

●資源物とごみの分け
方・出し方のリーフレ
ット（６言語）及び事
業系ごみの処理方
法のリーフレット（６言
語）による広報の実
施（環境局） 

●国民健康保険制度
の説明のしおり（６言
語）による広報の実
施（健康福祉局） 

●日本年金機構が作
成しているパンフレッ
ト（８言語）による広
報の実施（健康福祉
局） 
●介護保険制度の説
明冊子（６言語）によ
る広報の実施（健康
福祉局） 

●多言語広報資料一
覧の市内各所での
配布（市民文化局） 

●資源物とごみの分
け方・出し方のリー
フレット（６言語）及
び事業系ごみの処
理方法のリーフレ
ット（６言語）による
広報の実施（環境
局） 
●国民健康保険制
度の説明のしおり
（６言語）による広
報の実施（健康福
祉局） 
●日本年金機構が
作成しているパン
フレット（８言語）に
よる広報の実施
（健康福祉局） 
●介護保険制度の
説明冊子（ ６言
語）による広報の
実施（健康福祉
局） 
●多言語広報資料
について調査及び
進捗管理（市民文
化局） 
●多言語広報資料
一覧の配布及び
ホームページでの
公開（市民文化
局） 

事業推進 市民文化
局 

環境局 

健康福祉
局 

コンタクトセンターにお
ける多言語対応 

<施策5-1-2>

●コンタクトセンター
「サンキューコール
かわさき」における英
語での電話、メー
ル、ＦＡＸ、手紙によ
る対応及び多言語
での３者通話による
電話対応の実施 

●コンタクトセンター
「サンキューコール
かわさき」における
英語での電話、メ
ール、ＦＡＸ、手紙
による対応及び多
言語での３者通話
による電話対応の
実施 

事業推進 総務企画
局 

日本語がわからない外国

人市民の不安や不都合を

解消するため、広報資料の

多言語化を推進します。 

コンタクトセンター「サンキュ

ーコールかわさき」におい

て、多言語での問合せ等を

受け付けます。 

① コミュニケーション支援
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

識字学習活動の支援 

<施策2-3-2> 

●日本語学習支援の
実施 

●日本語学習支援
の実施 

事業推進 教育委員
会 

日本語学習支援者等の
連携 

<施策2-2-1> 

●外国人教育推進連
絡会議の開催を通じ
た情報交換 
●各学校の多文化共
生教育の充実に向
けた情報交換 

●外国人教育推進
連絡会議の開催
を通じた情報交換 
●各学校の多文化
共生教育の充実
に向けた情報交換 

事業推進 教育委員
会 

区の取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

TＶ通訳システムによる
対面式多言語案内 

<区計画（麻生区、川崎

区）>

●システムの導入及
び外国人来庁者へ
の案内の実施（麻生
区） 

●システムの導入
及び外国人来庁
者への案内の実
施（川崎区） 

事業推進 麻生区 

川崎区 

外国人市民等が日本での

生活を円滑に営めるよう、

教育文化会館及び各市民

館、川崎市ふれあい館に

て、日常生活に必要な基

礎的日本語を身につけるた

めの学習を支援します。 

教育文化会館及び市民館

の識字学級ボランティア、

ふれあい館、民族文化講

師派遣団体などの市民

や、関係する学校教職員、

市民館、行政職員からなる

外国人教育推進連絡会議

を開催し、情報交換や意

見交換を行います。 

外国人の来庁者に対し、タ

ブレット端末を活用したテレ

ビ通訳システムを導入し、

多言語による対面式の案

内を行うとともに、多言語

案内を提供することで、外

国人市民にも利用しやすい

区役所を目指します。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

区役所総合案内板の多
言語化 

<区計画（全区）>

●多言語総合案内板
による案内の実施 

●多言語総合案内
板による案内の実
施 

事業推進 各区 

メルマガ「インターコム
かわさきく」の配信 

<区計画（川崎区）>

●６言語（英語、中国
語、ポルトガル語、ス
ペイン語、韓国・朝
鮮語、タガログ語）と
やさしい日本語によ
る行政情報・地域情
報の配信 

●７言語（英語、中
国語、ポルトガル
語、スペイン語、
韓国・朝鮮語、タ
ガログ語、ベトナム
語）とやさしい日本
語による行政情
報・地域情報の配
信 

事業推進 川崎区 

外国人転入者に対する
生活に必要な情報提供 

<区計画（全区）>

●外国人転入者への
必要な冊子等の配
布 
●外国人向け資料コ
ーナーの設置 

●外国人転入者へ
の必要な冊子等
の配布 
●外国人向け資料
コーナーの設置 

事業推進 各区 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

国際交流センター等を
活用した外国人相談の
実施 

<施策4-9-1> 

●国際交流センター、
区役所における外国
人市民のための生
活等の相談事業の
実施 

●国際交流センタ
ー、区役所における
外国人市民のため
の生活等の相談事
業の実施 

事業推進 市民文化
局 

外国人の来庁者に向け

て、区役所内に多言語で

併記した総合案内板を設

置し、外国人市民にも使い

やすい区役所を目指しま

す。 

地域団体と協働で、外国

人市民向けに携帯メール

マガジン配信事業を実施

し、外国人市民に生活情

報を届けます。 

外国人転入者に対する外

国語版冊子の配布や、外

国人向け資料コーナーの

設置等により生活に必要な

情報を提供します。 

外国人市民からの日常生

活等に関する相談に助言

を行うとともに、必要に応じ

て関係機関等と連携し、生

活上の課題をサポートしま

す。 

② 生活支援
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

言語や生活習慣等の違
いに配慮した相談支援 

<施策1-4-4> 

●各区保健福祉セン
ターや地域の相談
支援センター等にお
ける、言語や生活習
慣等の違いに配慮し
た相談支援の実施 

●各区保健福祉セ
ンターや地域の相
談支援センター等
における、言語や
生活習慣等の違
いに配慮した相談
支援の実施 

事業推進 健康福祉
局 

民間賃貸住宅等居住支
援推進事業 

<施策1-4-6> 

●保証人がいない高
齢者等に対し、市が
指定する保証会社
を利用することで入
居支援する居住支
援制度の推進 

●不動産や福祉関係
団体等との連携に向
けた手法の検討 

●制度に関する多言
語のパンフレットや住
宅基本条例の冊子
の配布 

●保証人がいない
高齢者等に対し、
市が指定する保
証会社を利用する
ことで入居支援す
る居住支援制度
の推進 
●不動産や福祉関
係団体等との連携
によるプラットフォ
ーム「居住支援協
議会」の構築 

●制度に関する多
言語のパンフレット
や住宅基本条例
の冊子の配布 

●「居住支援
協議会」によ
る住居支援・
入居後の生
活支援等の
推進 

事業推進 まちづ く り
局 

医療通訳スタッフの派
遣 

<施策1-6-1> 

●かながわ医療通訳
派遣システム自治
体推進協議会への
参加 

●かながわ医療通
訳派遣システム自
治体推進協議会
への参加 

事業推進 健康福祉
局 

ＤＶ被害者支援への通
訳ボランティア派遣 

<施策2-1-4>

●外国人被害者への
支援の充実に向け
た通訳者の確保 

●支援団体等との連
携による通訳者への
研修の実施 

●外国人被害者へ
の支援の充実に
向けた通訳者の
確保 
●支援団体等との
連携による通訳者
への研修の実施 

事業推進 こども未来
局 

外国人等で障害福祉サー

ビスが必要な状態にある場

合、各区保健福祉センター

や地域の相談支援センタ

ー等において、言語や生活

習慣等の違いに配慮したき

め細やかな相談支援を行

います。 

高齢者、障害者、低所得

者、外国人等の居住の安

定に向け、多様な主体との

連携により入居支援や入

居後の生活支援等の取組

を推進します。 

外国人市民が安心して医

療サービスを受けられるよ

う、必要な患者に医療通訳

スタッフを派遣します。 

外国人被害者への支援の

充実に向けて、通訳者の

確保や支援団体等との連

携を強化するとともに、文

化や制度の違い等に配慮

した対応に努めます。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

外国人高齢者福祉手当
の支給 

<施策1-4-3> 

●川崎市外国人高齢
者福祉手当の支給 

●川崎市外国人高
齢者福祉手当の
支給 

事業推進 健康福祉
局 

外国人心身障害者福祉
手当の支給 

<施策1-4-5> 

●年４回、外国人心
身障害者福祉手当
を支給 

●年４回、外国人心
身障害者福祉手
当を支給 

事業推進 健康福祉
局 

救急医療機関への補助 

<施策1-6-1> 

●神奈川県が実施す
る事業に基づき、損
失医療費の一部補
助を実施 

●神奈川県が実施
する事業に基づ
き、損失医療費の
一部補助を実施 

事業推進 健康福祉
局 

戦前に渡日した外国人に

対し、川崎市外国人高齢

者福祉手当を支給すること

により、外国人高齢者の福

祉の向上を図ります。 

神奈川県内の救急医療機

関において、医療費の負担

能力に欠ける外国籍の川

崎市内在住者に係る救急

医療機関に関し発生した

損失医療費（14 日以内の

入院医療が対象）について

補助します。 

国民年金法等の一部を改

正する法律の施行に伴い、

同法の施行日（昭和５７年

１月１日）前に２０歳に達し

ていた外国人等で障害基

礎年金等を受給できない

中度以上の心身障害者等

に対し、外国人等心身障

害者福祉手当を支給しま

す。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

外国人学校児童等への
補助 

<施策2-1-1> 

●川崎市外国人学校
児童等健康・安全
事業補助金の交付 

●川崎市外国人学校
児童等多文化共
生・地域交流事業
補助金の交付 

●川崎市外国人学
校児童等健康・安
全事業補助金の
交付 
●川崎市外国人学
校児童等多文化
共生・地域交流事
業補助金の交付 

事業推進 こども未来
局 

海外帰国・外国人児童
生徒相談事業 

<施策2-2-2> 

●海外帰国・外国人
児童生徒に対する
教育相談の実施 

●日本語指導等協力
者の派遣による、初
期の日本語指導及
び中学3年生への学
習支援の推進 

●帰国・外国人児童
生徒教育担当者研
修会の実施 
●国際教室（日本語
教室）における特別
の教育課程の実施
に向けた検討 

●海外帰国・外国
人児童生徒に対
する教育相談の
実施 
●日本語指導等協
力者の派遣によ
る、初期の日本語
指導及び中学3年
生への学習支援
の推進 
●帰国・外国人児
童生徒教育担当
者研修会の実施 
●国際教室（日本
語教室）における
特別の教育課程
の実施に向けた検
討 

●検討結果
に基づく取
組の推進 

事業推進 教育委員
会 

地域日本語教育の推進 

<施策2-3-2> 

●川崎市地域日本語
教育推進懇談会の
設置準備 
●川崎市地域日本語
ネットワークのつどい
の開催 
●地域日本語連絡会
の開催 

●川崎市地域日本
語教育推進懇談
会の開催 
●川崎市地域日本
語ネットワークのつ
どいの開催 
●地域日本語連絡
会の開催 

事業推進 教育委員
会 

外国人保護者用就学ハ
ンドブック 

<施策2-2-2> 

●「外国人保護者用
就学ハンドブック」（７
言語）を、新入学対
象年齢で住民登録
のある外国籍児童
生徒がいる家庭、及
び市立小学校６学
年に在学する外国
籍児童がいる家庭に
送付 

●９言語で作成した就
学援助制度の簡易
案内を各学校に配
布 

●「外国人保護者
用就学ハンドブッ
ク」（７言語）を、新
入学対象年齢で
住民登録のある外
国籍児童生徒が
いる家庭、及び市
立小学校６学年に
在学する外国籍
児童がいる家庭に
送付 
●９言語で作成した
就学援助制度の
簡易案内を各学
校に配布 

事業推進 教育委員
会 

市内の外国人学校に通う

児童等の健全育成及び外

国人学校と公立学校等と

の交流を図るために補助し

ます。 

学校と関係機関が連携し

て、日本語が不自由な児

童生徒等の相談・就学体

制づくりを進めます。また、

日本語指導等協力者（学

習支援員）を派遣するとと

もに、特別の教育課程によ

る日本語指導体制づくりを

進めます。 

市民館等地域における外

国人市民の日本語学習支

援のあり方について官民の

関係機関や市民、学識経

験者と研究協議を行い、多

文化共生社会へ向けたより

よい識字・日本語学習支

援システムについて方策を

検討します。 

③ 外国人及び外国につながりのある児童生徒等の教育支援

新入学対象となる外国籍

の児童生徒の保護者に７

言語で作成した就学案内

を配布・周知し、就学機会

の確保に努めます。また、

９言語で作成した就学援助

制度の簡易案内を各学校

へ配布し、制度の周知をし

ます。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

外国人保護者の状況に
配慮した情報提供 

<施策2-2-2> 

●帰国・外国人児童
生徒教育担当者研
修会等におけるルビ
振りを含めた円滑な
情報提供の大切さ
の周知 

●帰国・外国人児
童生徒教育担当
者研修会等にお
けるルビ振りを含
めた円滑な情報
提供の大切さの周
知 

事業推進 教育委員
会 

区の取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

幸区こども学習サポート
事業 

<区計画（幸区）> 

●小学校施設を活用
した学習支援の実施 

●学習支援サポータ
ー（H27 12人）の育
成 
●学習支援サポータ
ーのフォローアップや
活動支援 

●小学校施設を活
用した学習支援の
実施 
●学習支援サポー
ター（15人程度）
の育成 
●学習支援サポー
ターのフォローアッ
プや活動支援 

事業推進 幸区 

市民団体と連携した学
習支援 

<区計画（麻生区）>

●定例会の実施 
●外国籍児童等学習
支援の実施 
●夏休み学習支援の
実施 
●地域支援ボランテイ
ア内部研修及び新
規ボランティア研修
の実施 

●定例会の実施 
●外国籍児童等学
習支援の実施 
●夏休み学習支援
の実施 
●地域支援ボラン
テイア内部研修及
び新規ボランティ
ア研修の実施 

事業推進 麻生区 

外国人保護者の状況に配

慮し、必要に応じて資料に

ルビ振りを行うなど、円滑な

情報提供の実現を目指し

ます。 

ＮＰＯと区民サポーターが

連携して、外国につながる

小中学生への学習支援活

動と、サポーターの養成を

行うことで、区民の主体的

な活動を進めます。 

市民団体による、日本語を

母語としない児童・生徒へ

の学習支援（学校内支援

及び地域支援）を行いま

す。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

外国人母子保健サービ
スの提供 

<施策2-1-3> 

●外国語版母子健康
手帳（英語、中国
語、ハングル、スペ
イン語、ポルトガル
語、インドネシア語、
タイ語、タガログ語）
の配布 
●通訳ボランティア
（英語、中国語、ス
ペイン語、ポルトガル
語等）の派遣 

●外国語版母子健
康手帳（英語、中
国語、ハングル、
スペイン語、ポルト
ガル語、インドネシ
ア語、タイ語、タガ
ログ語）の配布 
●通訳ボランティア
（英語、中国語、
スペイン語、ポルト
ガル語等）の派遣 

事業推進 こども未来
局 

保育所での言語や生活
習慣等の違いへの配慮 

<施策2-1-2> 

●個別の連絡帳や印
刷物へのルビ振りの
実施 
●必要に応じた食事
等への配慮の実施 

●個別の連絡帳や
印刷物へのルビ振
りの実施 
●必要に応じた食
事等への配慮の
実施 

事業推進 こども未来
局 

区の取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

乳幼児保護者への子育
て情報の発信 

<区計画（川崎区、中原

区、高津区、多摩区、麻生

区）>

●ルビ付きや多言語
による子育てガイドブ
ックの作成・配布 

●ルビ付き（一部を
含む）や多言語に
よる子育てガイドブ
ックの作成・配布 

事業推進 川崎区 

中原区 

高津区 

多摩区 

麻生区 

子育てサロンの開催 

<区計画（中原区、宮前

区、多摩区）>

●子育てサロンの開催 ●子育てサロンの開
催 

事業推進 中原区 

宮前区 

多摩区 

子育てをする外国人市民

に対し、外国語版母子健

康手帳の配布や両親学級

や乳幼児健康診査受診時

における通訳ボランティア

の派遣など、日本語が不

慣れな外国人市民の子育

て支援を行います。 

子どもの状態や家庭状況

などに十分配慮し、それぞ

れの文化を尊重した適切

な援助を行います。 

ルビ付きや多言語による子

育てガイドブックの配布によ

り外国人市民の子育てを

支援します。 

④ 子育て支援

乳幼児と保護者の交流の

場である子育てサロンの開

催等により外国人市民の

子育てを支援します。 
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

通訳及び翻訳バンク事
業 

<区計画（川崎区）>

●通訳及び翻訳バン
ク事業の実施 

●通訳及び翻訳バ
ンク事業の実施 

事業推進 川崎区 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

多言語による防災啓発 

<施策1-1-1> 

●「備える。かわさき」
（６言語）の発行及び
市役所・区役所窓
口での配架、市内転
入者への配布、ホー
ムページ上での公開 

●防災マップ（６言語）
の発行及びやさしい
日本語版のホーム
ページ上での公開 

●「備える。かわさ
き」（６言語）の発
行及び市役所・区
役所窓口での配
架、市内転入者
への配布、ホーム
ページ上での公開 
●必要に応じた防
災マップの修正・
発行 

事業推進 総務企画
局 

災害時における多言語
支援センターの設置 

<施策4-9-1> 

●関係機関と連携し
た、多言語支援セン
ター設置訓練の実
施 
●訓練の課題等を踏
まえたマニュアルの
更新 

●関係機関と連携
した、多言語支援
センター設置訓練
の実施 
●訓練の課題等を
踏まえたマニュア
ルの更新 

事業推進 市民文化
局 

日本語の読み書きが不慣

れな子どもと保護者を支援

するため、子育て関係機関

や窓口において通訳や翻

訳の必要が生じた時に、通

訳や翻訳の協力を得ること

により、これらの子どもや保

護者が孤立することを防止

します。 

防災啓発冊子「備える。か

わさき」や避難所等を記載

した「防災マップ」の多言語

版を配布することにより、外

国人市民の防災意識の向

上を図ります。 

災害時の外国人支援を円

滑に行うため、本市の要請

により（公財）川崎市国際

交流協会が川崎市災害時

多言語支援センターを設

置し、外国人市民へ提供

する情報等の翻訳、外国

人からの相談・問合せ等へ

の対応、多言語放送への

協力などを行います。 

⑤ 危機管理
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

国外における感染症危
機管理事象に関する事
情報発信 

<施策1-6-3> 

●ＫＩＤＳＳの運用 
●ＫＩＤＳＳの「情報共
有掲示板機能」を活
用した市内医療機
関や庁内登録部署
への情報発信 

●ＫＩＤＳＳの運用 
●ＫＩＤＳＳの「情報共
有掲示板機能」を
活用した市内医療
機関や庁内登録
部署への情報発
信 

事業推進 健康福祉
局 

１１９番通報の多言語対
応 

<施策1-1-4> 

●多言語通訳業務の
開始 

●多言語通訳業務
の利用促進に向
けた広報 

●多言語通
訳業務の適
切な運用 

事業推進 消防局 

区の取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

外国人市民等向け防災
啓発

<区計画（川崎区）> 

●外国人市民を対象
とした防災訓練等の
実施 

●外国人市民を対
象とした防災訓練
等の実施 

事業推進 川崎区 

国際的な感染症に係る危

機管理事象について、ＷＨ

Ｏや各国の保健省が公表

している情報等を収集、解

析し、感染症情報発信シス

テム（KIDSS）の機能の 1つ

である「情報共有掲示板機

能」を活用し、市内医療機

関や庁内登録部署に発信

します。 

119 番通報に多言語で対

応することにより、迅速、的

確な指令体制を確保しま

す。 

川崎区は市内で最も多くの

外国人市民が居住してお

り、言語や文化の違いから

災害弱者になりやすい側面

もあるため、訓練や啓発を

通じて防災意識の向上を

図ります。 
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 取組の方向性３    グローバル都市・川崎を担う人材の育成・活用等 

互いを尊重し合う意識の醸成や、多言語コミュニケーション能力の向上、世界各

国の文化を理解する取組などにより、グローバル化に対応できる国際感覚豊かな人

材を育成し、市民一人ひとりが国際都市にふさわしい高い人権意識や国際感覚を持

つまちをめざします。 

■計画期間の主な取組 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

人権尊重教育の研究実
践

<施策2-2-1> 

●在日外国人の多住
地域にある小・中学
校における、人権教
育を基盤とした多文
化共生教育の充実
に向けた、実践授業
の展開及び児童生
徒指導等の研究実
践 

●在日外国人の多
住地域にある小・
中学校における、
人権教育を基盤と
した多文化共生教
育の充実に向け
た、実践授業の展
開及び児童生徒
指導等の研究実
践 

事業推進 教育委員
会 

平和・人権学習講座の
開催

<施策2-3-2> 

●市民館における平
和・人権学習講座の
開催 

●市民館における
平和・人権学習講
座の開催 

事業推進 教育委員
会 

市民への人権意識の普
及 

<施策5-2-1>

●かわさき人権フェア
の開催 
●かわさき人権フォー
ラムや市人権学校
の開催 

●かわさき人権フェ
アの開催 
●かわさき人権フォ
ーラムや市人権
学校の開催 

事業推進 市民文化
局 

在日外国人の多住地域に

ある小・中学校において、

人権教育を基盤とした多文

化共生教育の充実に向け

て、実践授業の展開や児

童生徒指導等の研究実践

を行います。 

平和や人権の尊重につい

て学び、共に生きる地域社

会の実現を目指します。 

様々な人権課題に対する

正しい知識の普及に努める

とともに、市民一人ひとりが

互いの人権を尊重できるよ

うに効果的な広報や普及

活動を充実します。 

① 互いを尊重し合う、グローバル社会にふさわしい市民意識の醸成
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

高校における国際理解
教育の推進 

<施策2-2-1> 

●国際理解講演会の
開催 
●ＪＩＣＡ海外研修員と
の交流活動の実施 

●開発途上国や国際
協力のあり方につい
て学ぶワークショップ
の実施 

●国際理解講演会
の開催 
●ＪＩＣＡ海外研修員
との交流活動の実
施 
●開発途上国や国
際協力のあり方に
ついて学ぶワーク
ショップの実施 

事業推進 教育委員
会 

海外語学研修の実施 

<施策2-2-1> 

●オーストラリアでの語
学研修の実施 

●研修報告会の開催 

●高校生によるオー
ストラリア研修の実
施 
●研修報告会の開
催 

事業推進 教育委員
会 

自国の歴史・伝統・文化
の習得によるアイデンテ
ィティの醸成 

<施策2-2-1> 

●総合的な学習の時
間を活用した、国際
理解への授業の実
施 
●学習指導要領実践
事例集の教職員へ
の配付 

●総合的な学習の
時間を活用した、
国際理解への授
業の実施 
●学習指導要領実
践事例集の教職
員への配付 
●実践を通じた自
他の文化を認め
合う心情の育成 

事業推進 教育委員
会 

英語教育推進事業 

<施策2-2-1> 

●ＡＬＴの配置による
外国語（英語）教育
の推進（小学校35
名、中学校34名、高
等学校5名） 
●英語教育推進リー
ダー 研修の実施
（H27養成数：5名） 

●英語教育推進リー
ダーによる、小・中・
高等学校外国語
（英語）教育指導力
向上研修の実施 

●ＡＬＴの配置によ
る、小・中・高等学
校における外国語
（英語）教育の充
実に関する検証 
●研修の実施によ
る、他の教員を指
導する立場の教
員の育成（育成
数：5名） 
●英語教育推進リ
ーダーによる、小・
中・高等学校外国
語（英語）教育指
導力向上研修の
実施 

事業推進 教育委員
会 

市立商業高校・橘高校に

おいて、国際理解教育推

進の柱として、「国際理解

教育講演会」等を行いま

す。 

市立商業高校・橘高校に

おける研修プログラムとし

て、２年次に２週間程度、

オーストラリアの現地校に

通いながら、ホームステイ

を体験します。 

日本文化に対する深い理

解を前提としたグローバル

人材育成のため、他国との

共通点や相違点を踏まえ

ながら、自国の歴史、伝

統、文化に関する教育の

充実を図り、児童生徒のア

イデンティティを醸成しま

す。 

外国人と直接コミュニケー

ションを図る機会を増やし、

異文化を受容する態度を

育成するため、小・中・高

等学校へ外国語指導助手

（ＡＬＴ）を配置します。ま

た、教員研修の充実を図り

ます。 

② グローバル人材の育成
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

特色ある中高一貫教育
の推進 

<施策2-2-1> 

●高い志を持って主
体的に学び、これか
らの国際社会で活
躍する資質を身につ
けた生徒の育成 

●「体験・探究」、「英
語・国際理解」「ＩＣＴ
活用」をキーワードと
した、6年間の体系
的・継続的な教育の
推進 
●イングリッシュキャン
プ、英語での学習発
表会などの実施 

●高い志を持って主
体的に学び、これ
からの国際社会で
活躍する資質を身
につけた生徒の育
成 
●「体験・探究」、
「英語・国際理解」
「ＩＣＴ活用」をキー
ワードとした、6年
間の体系的・継続
的な教育の推進 
●イングリッシュキャ
ンプ、英語での学
習発表会などの実
施 
●海外語学研修の
準備 

事業推進 

●海外語学
研究の実
施 

教育委員
会 

国際交流員を活用した

人材育成の推進 

<施策4-9-1>

●国際交流員を活用
した職員研修等の実
施 
●各種団体等からの
依頼による講師派遣
の実施 

●国際交流員を活
用した職員研修等
の実施 
●各種団体等から
の依頼による講師
派遣の実施 

事業推進 総務企画
局 

取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

多文化共生、国際理解・
接遇研修の実施 

<施策5-2-1> 

●階層別研修等にお
ける多様な市民の人
権意識を身につける
研修の実施 
・新規採用職員研
修にて「人権意識
について身につけ
る」 を実施 
・新任係長研修に
て「係長に求めら
れる人権意識」を
実施 
・新任課長研修開
催にて「管理職に
求められる人権
意識」を実施 

●国際理解の向上を
図るための研修の
実施 

●階層別研修等に
おける多様な市民
の人権意識を身に
つける研修の実施 

●国際理解の向上
を図るための研修
の実施 

事業推進 総務企画
局 

市民文化
局 

川崎高校及び附属中学校

において、6 年間の体系

的・継続的な、特色ある教

育を推進し、国際都市川

崎をリードするたくましい人

材の育成を目指します。 

海外から招致した国際交

流員を活用したグローバル

人材の育成につながる事

業を実施します。

多文化共生意識の醸成や

国際理解の向上などを図

るため、各職位に応じた講

義や希望職員への研修を

実施します。 

③ 市職員の意識の向上
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取組名 

現状 取組内容・目標 

担当局平成26～27 

（2014～2015）年度

平成28 

（2016）年度 

平成29 

（2017）年度 

平成30 

(2018)年度

以降 

教職員への人権・多文
化共生研修の実施 

<施策2-2-4> 

●人権・多文化共生
についての研修の実
施 
●人権尊重教育担当
者研修の実施 

●人権・多文化共
生について研修の
実施 
●人権尊重教育担
当者研修の実施 

事業推進 教育委員
会 

政策課題の調査研究 

<施策5-1-1> 

●海外事例の調査研
究のための政策課
題研究員の海外派
遣 

●海外事例の調査
研究のための政策
課題研究員の海
外派遣 

事業推進 総務企画
局 

外国人市民への対応・
広報に関する意識啓発 

<施策5-2-1> 

●災害時や通常業務
における広報等に有
効な「やさしい日本
語」の研修の実施 
●外国人市民への広
報のあり方に関する
考え方の周知 

●外国人市民への
広報等に有効な
研修の実施 

●外国人市民への
広報のあり方に関
する考え方の周知 

事業推進 市民文化
局 

教職員の悉皆研修に、人

権尊重教育を組み入れ、

それぞれのライフステージ

に応じて人権・多文化共生

に関する研修を行います。

また、人権尊重教育担当

者への研修により、人権・

多文化共生の意識啓発を

行います。 

本市職員（研究員）による

研究チームを編成し、施策

への反映を目的に重要な

政策課題に関して国内外

の調査研究を行うことによ

り、職員の政策能力向上、

政策課題の共有化を図り

ます。 

「やさしい日本語」の研修な

どを通じて、市職員等へ外

国人市民への対応・広報

に関する意識啓発を行い

ます。 
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第３章   プランの進行管理と評価

１ 進行管理 

本市のめざすグローバル都市の実現に向けて、このプランの策定をスタート地点と

して捉え、ここから着実に推進するためには、計画策定後の進行管理と評価、いわゆ

るPDCAサイクルを機能させることが大変重要だと考えています。 

庁内に設置する「川崎市国際施策推進委員会」では、国際施策に関する実施結果を

把握するとともに、情報共有や連携、課題への対応を図りながら、プランの進行管理

を着実に実施していきます。 

【川崎市国際施策推進委員会】 

このプランは、国際施策を推進するための総合的な計画であり、その範囲は広範に

わたることから、関係部署が横断的に連携しながら計画的・効果的に推進されるよう、

庁内に「川崎市国際施策推進委員会」を設置します。 

委員会は、プランと関連のある局長級で構成し、委員会の下に課長級で組織する幹

事会を設けます。 

委員会ならびに幹事会は、実行プログラムの各事業の実施状況を共有し、進捗管理

を行ないます。また、実行プログラム各期の最終年度には、当該期の評価を行うとと

もに、プランの計画期間の最終年度には総括評価を行います。 

２ 評価 

プランを推進するため、実行プログラムに基づき各年度での事業評価を行い、さら

に各期での評価を行います。また、プランの計画期間終了時に総括評価を行います。 

評価にあたっては、総合計画や関連計画で設定した指標などを活用し、分かりやす

い客観的な評価に努めることとします。 

■各年度の評価について 

各事業における取組内容の実施結果を把握するとともに、基本目標の達成に寄与し

ているか等の確認を行い、着実な進行管理を行います。 

■各期の評価について 

当該期におけるプランの進捗状況については、各年度の達成状況を適切に把握した

うえで、取組方針ごとに立てた※参考指標を参考に、総合計画の実施計画の評価など

を踏まえて総合的に評価します。 

※参考指標：取組方針に位置付けた取組の達成度を評価する際に参考とするために設定した数値。こ

の数値のみをもって取組成果とするものではありません。 
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■計画期間最終年度の評価について 

プランの計画期間の最終年度に総括評価を行います。各期の評価を基に３つの基

本目標の達成状況について確認するとともに、課題や改善点を明確化し、次期計画

への着実な反映を図ります。 
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基本目標１　川崎発の最先端技術で世界をリードするまち

取組方針Ⅰ　 先端技術や産業集積をいかした国際展開

取組の方向性１　 世界をけん引するビジネス拠点の創出

①キングスカイフロントを中心とした国際戦略拠点形成等
・国際戦略拠点地区整備推進事業

・臨海部のＰＲ推進

・新川崎・創造のもり推進事業

・羽田連絡道路整備事業

②海外との港湾物流の促進
・ポートセールス事業

・東アジアの国際ハブポート形成に向けた京浜３港の連携

・友好港ダナン港との交流推進

・連雲港港との交流推進

③高度人材の呼び込みに向けた環境づくり
・川崎駅周辺の国際化に対応したまちづくり

取組の方向性２　 企業の海外展開による国際競争力の強化

①企業の海外ビジネス展開支援
・海外販路開拓事業

・アジア起業家の誘致・交流促進

・日本貿易振興機構横浜貿易情報センターとの連携

・中国福祉産業連携モデルの推進

取組の方向性３　 海外への先端環境技術移転によるビジネス展開

①環境産業のグローバル化の促進
・国際環境産業推進事業

・環境調和型まちづくり（エコタウン）推進事業

・環境関連施設の視察受入

②上下水道分野における官民連携による国際展開
・上下水道分野における国際展開推進事業

基本目標２　発信力を高め世界的なプレゼンスを確立するまち

取組方針Ⅱ　 強みと魅力をいかした世界的プレゼンスの向上

取組の方向性１　 国際的認知度向上の促進

①先端技術都市・かわさきの世界的アピール、国際貢献

・インドネシア・バンドン市との都市間連携による低炭素都市形成支援の取組

・マレーシア・ペナン州との都市間連携による低炭素都市形成支援の取組

・ミャンマー・ヤンゴン市との都市間連携による低炭素化支援の取組

・地球温暖化対策の推進

・環境エネルギーの推進

・国際戦略拠点プロモーションの推進

・環境技術情報収集・発信の取組

・廃棄物処理分野での国際貢献の推進

・中国・瀋陽市・上海市と連携した環境改善の取組

・上下水道分野における技術協力

・グリーン・イノベーション・国際環境施策推進事業

・UNEP等、国際機関と連携した国際貢献の推進

・水素戦略推進事業

　　　　　第１期の取組一覧
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②世界に発信できる魅力づくり

・ミューザ川崎シンフォニーホールの取組の発信

・音楽のまちづくりの推進

・競技スポーツ大会開催・支援事業

・東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた取組

・藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム、日本民家園などの文化施設の活用

・国際色豊かなイベントの開催

③戦略的な情報発信

・シティプロモーション推進事業

・映像のまち・かわさき推進事業

取組の方向性２　 海外から人を川崎にひきつけるまちづくり

①海外観光客の誘致

・観光振興事業

・産業観光推進事業

・東京オリンピック・パラリンピックを契機とした外国人観光客の誘致

②海外ビジターの受入環境の整備

・市内案内表示の多言語対応

・事業者・関連団体等の連携の取組

・公衆無線ＬＡＮ環境の整備

・国際化を見据えた都市拠点の形成

取組の方向性３　 海外諸都市との戦略的な関係の構築

①海外都市との互恵的交流の促進

・海外諸都市との経済・産業交流の推進

・音楽等による文化交流の推進

・姉妹・友好都市との交流の推進

基本目標３　多様性が市民の生活を豊かにしていくことを誰もが認識しているまち

取組方針Ⅲ　 多様性をいかしたまちづくりの推進

取組の方向性１　 地域での交流・多文化共生の促進

①国際相互理解、国際交流、地域の支え合い

・（公財）川崎市国際交流協会と連携した取組

・川崎市国際交流センターを活用した取組

・川崎市ふれあい館を活用した取組

・外国人学校との交流の推進

・多文化共生推進事業

②外国人市民の社会参画

・外国人市民施策推進事業

・市民学校への外国人市民の講師派遣

・住民投票制度の運営

取組の方向性２　 誰もが暮らしやすい環境づくり

①コミュニケーション支援

・広報資料の多言語化の推進

・コンタクトセンターにおける多言語対応

・識字学習活動の支援

・日本語学習支援者等の連携

・TＶ通訳システムによる対面式多言語案内

・区役所総合案内板の多言語化

・メルマガ「インターコムかわさきく」の配信

・外国人転入者に対する生活に必要な情報提供
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②生活支援

・国際交流センター等を活用した外国人相談の実施

・言語や生活習慣等の違いに配慮した相談支援

・民間賃貸住宅等居住支援推進事業

・医療通訳スタッフの派遣

・ＤＶ被害者支援への通訳ボランティア派遣

・外国人高齢者福祉手当の支給

・外国人心身障害者福祉手当の支給

・救急医療機関への補助

③外国人及び外国につながりのある児童生徒等の教育支援

・外国人学校児童等への補助

・海外帰国・外国人児童生徒相談事業

・地域日本語教育の推進

・外国人保護者用就学ハンドブック

・外国人保護者の状況に配慮した情報提供

・幸区こども学習サポート教室

・市民団体と連携した学習支援

④子育て支援

・外国人母子保健サービスの提供

・保育所での言語や生活習慣等の違いへの配慮

・乳幼児保護者への子育て情報の発信

・子育てサロンの開催

・通訳及び翻訳バンク事業

⑤危機管理

・多言語による防災啓発

・災害時における多言語支援センターの設置

・国外における感染症危機管理事象に関する情報発信

・１１９番通報の多言語対応

・外国人市民等向け防災啓発

取組の方向性３　 グローバル都市・川崎を担う人材の育成・活用等

①互いを尊重し合う、グローバル社会にふさわしい市民意識の醸成

・人権尊重教育の研究実践

・平和・人権学習講座の開催

・市民への人権意識の普及

②グローバル人材の育成

・高校における国際理解教育の推進

・海外語学研修の実施

・自国の歴史・伝統・文化の習得によるアイデンティティの醸成

・英語教育推進事業

・特色ある中高一貫教育の推進

・国際交流員を活用した人材育成の推進

③市職員の意識の向上

・多文化共生、国際理解・接遇研修の実施

・教職員への人権・多文化共生研修の実施

・政策課題の調査研究

・外国人市民への対応・広報に関する意識啓発
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川崎市国際施策推進プラン 

第１期実行プログラム 

平成２８（２０１６）年３月 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

川崎市総務局国際施策調整室 

平成２８年（２０１６）年４月から 

川崎市総務企画局総務部庶務課国際担当 

電 話 ０４４－２００－３６６９ 

メール 17kokusai@city.kawasaki.jp 




